
様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700001 エンジェル税制の拡充
租税特別措置法37条の13の
2  　　　　　　  租税特別措置
法37条の13の3

ｆ －
税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5116 5116001 中間法人 11 エンジェル税制の対象範囲の
拡大

エンジェル税制が適用されるためには、エン
ジェルの出資が金銭によるものであること、
エンジェルの投資先が特定中小企業であ
り、かつその先と投資契約を締結しているこ
となどの条件を満たしていることが必要。
現物出資でも認めること、ＶＣの資本が入っ
ている中小企業であれば、特に投資契約が
無くとも対象とするなどの条件緩和を希望す
る。

z0700001 エンジェル税制の拡充
租税特別措置法37条の13の
2  　　　　　　  租税特別措置
法37条の13の3

ｆ －
税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5116 5116002 中間法人 11 エンジェル税制における損益
通算の範囲拡大

現状、エンジェルの投資損失は、他の株式
譲渡益としか損益通算できない。米国では、
投資損失を一般所得と損益通算できるし、
英国では、投資額自体の一定割合を税額控
除できるので、同様の措置を希望する。

z0700002 ベンチャー企業に対する税制
優遇措置の適用条件緩和 租税特別措置法第42条の７ ｆ －

税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5116 5116003 中間法人 11 ベンチャー企業に対する税制
優遇措置の適用条件緩和

税制優遇の適用対象は、中小企業創造活
動促進法、中小企業経営革新支援法などの
認定企業に限られている。ＶＣが投資してい
る先など、現実的なベンチャー企業を対象と
してもらいたい。

z0700003 未公開株の譲渡所得税率の
緩和 租税特別措置法３７条の１１ ｆ －

税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5116 5116006 中間法人 11 未公開株の譲渡所得税率の
緩和

未上場株式の譲渡所得の税率も、上場株式
と同水準まで引き下げて頂きたい。

z0700004 事業用資産相続時の軽減措
置及び評価方法の見直し

租税特別措置法（相続税法
関係)第７０条４～６
租税特別措置法（相続税法
関係)第６９条の４
財産評価基本通達（相続税
法関係)１１
財産評価基本通達（相続税
法関係)１７８～１８６

ｆ －

税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。また、財産評価基本通
達は、相続税法第２２条の「時価｣の解釈及
び評価額の具体的な算定方法を示している
ものであり、納税者に何らかの規制をかける
ものでないことから、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

5145 5145009 東京都 11 事業用資産相続時の抜本的
な軽減措置の導入

中小企業者が相続するにあたり、引き続き
事業を継続していく場合には、我が国の「農
地に関する相続税猶予制度」や欧州先進諸
国の制度に準じた包括的な軽減制度を設け
るなど、抜本的な軽減措置を講ずること。

z0700004 事業用資産相続時の軽減措
置及び評価方法の見直し

租税特別措置法（相続税法
関係)第７０条４～６
租税特別措置法（相続税法
関係)第６９条の４
財産評価基本通達（相続税
法関係)１１
財産評価基本通達（相続税
法関係)１７８～１８６

ｆ －

税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。また、財産評価基本通
達は、相続税法第２２条の「時価｣の解釈及
び評価額の具体的な算定方法を示している
ものであり、納税者に何らかの規制をかける
ものでないことから、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

5145 5145010 東京都 11
事業用相続時の土地の評価
方法の見直し又は土地の減
額評価の実施

①相続税路線価格の決定にあたり、比較事
例方式と収益還元方式の選択適用を可能と
すること。
②中小企業承継税制で評価減をしている特
例を、400㎡を超える部分にも拡充すること。
③土地の評価額から、譲渡所得分相当額を
減額すること。

z0700004 事業用資産相続時の軽減措
置及び評価方法の見直し

租税特別措置法（相続税法
関係)第７０条４～６
租税特別措置法（相続税法
関係)第６９条の４
財産評価基本通達（相続税
法関係)１１
財産評価基本通達（相続税
法関係)１７８～１８６

ｆ －

税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。また、財産評価基本通
達は、相続税法第２２条の「時価｣の解釈及
び評価額の具体的な算定方法を示している
ものであり、納税者に何らかの規制をかける
ものでないことから、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

5145 5145011 東京都 11 事業用資産相続時の自社株
評価方式の見直し

①同族会社の株式評価における類似業種
批准価格の減額率を引き上げること。
②全ての会社に類似業種批准方式のみに
よる評価の選択適用を可能とすること。
③純資産価額方式での土地評価にも、小規
模宅地等の評価減額制度を採用すること。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 1 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700001 エンジェル税制の拡充

z0700001 エンジェル税制の拡充

z0700002 ベンチャー企業に対する税制
優遇措置の適用条件緩和

z0700003 未公開株の譲渡所得税率の
緩和

z0700004 事業用資産相続時の軽減措
置及び評価方法の見直し

z0700004 事業用資産相続時の軽減措
置及び評価方法の見直し

z0700004 事業用資産相続時の軽減措
置及び評価方法の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5116 5116001 中間法人 11 エンジェル税制の対象範囲の
拡大

エンジェル税制が適用されるためには、エン
ジェルの出資が金銭によるものであること、
エンジェルの投資先が特定中小企業であ
り、かつその先と投資契約を締結しているこ
となどの条件を満たしていることが必要。
現物出資でも認めること、ＶＣの資本が入っ
ている中小企業であれば、特に投資契約が
無くとも対象とするなどの条件緩和を希望す
る。

エンジェル税制の利用件数は、02年までの６
年間でわずかに278件、企業数にして20社に
留まっている。

租税特別措置法37条の13 財務省

みずほリサーチ2003/6
「ベンチャー支援の強化策とその評価」

本要望の事項番号２と関連

5116 5116002 中間法人 11 エンジェル税制における損益
通算の範囲拡大

現状、エンジェルの投資損失は、他の株式
譲渡益としか損益通算できない。米国では、
投資損失を一般所得と損益通算できるし、
英国では、投資額自体の一定割合を税額控
除できるので、同様の措置を希望する。

エンジェル税制の利用件数は、02年までの６
年間でわずかに278件、企業数にして20社に
留まっている。

租税特別措置法37条の13 財務省

みずほリサーチ2003/6
「ベンチャー支援の強化策とその評価」

本要望の事項番号１と関連

5116 5116003 中間法人 11 ベンチャー企業に対する税制
優遇措置の適用条件緩和

税制優遇の適用対象は、中小企業創造活
動促進法、中小企業経営革新支援法などの
認定企業に限られている。ＶＣが投資してい
る先など、現実的なベンチャー企業を対象と
してもらいたい。

中小企業創造活動促進法などの認定手続
きは煩雑。また、その認定企業には必ずしも
ベンチャーとは言い難い企業も多く、現在の
基準は、ベンチャー企業を定義するには、そ
ぐわない。

租税特別措置法第42条の７ 財務省

5116 5116006 中間法人 11 未公開株の譲渡所得税率の
緩和

未上場株式の譲渡所得の税率も、上場株式
と同水準まで引き下げて頂きたい。

現在、期間は限定されているものの、上場
株式については、その譲渡所得に対する税
率は従来の1/2に軽減されているが、未上場
株式はこの対象外となっている。
ベンチャー企業にとって、ＩＰＯできずとも、そ
の開発資産を大手企業などにＭ＆Ａ等で売
却するといった出口を取ることもままあること
から、その際の税率を抑えられれば、起業意
欲も高まると思われる。

租税特別措置法３７条の１１ 財務省

5145 5145009 東京都 11 事業用資産相続時の抜本的
な軽減措置の導入

中小企業者が相続するにあたり、引き続き
事業を継続していく場合には、我が国の「農
地に関する相続税猶予制度」や欧州先進諸
国の制度に準じた包括的な軽減制度を設け
るなど、抜本的な軽減措置を講ずること。

相続税の負担が、中小企業の経営、特に事
業の円滑な承継に大きな影響を与えている
ため、事業用資産相続時の負担軽減措置を
強化する必要がある。

租税特別措置法（相続税法
関係）第７０条４～６ 財務省

5145 5145010 東京都 11
事業用相続時の土地の評価
方法の見直し又は土地の減
額評価の実施

①相続税路線価格の決定にあたり、比較事
例方式と収益還元方式の選択適用を可能と
すること。
②中小企業承継税制で評価減をしている特
例を、400㎡を超える部分にも拡充すること。
③土地の評価額から、譲渡所得分相当額を
減額すること。

相続税の負担が、中小企業の経営、特に事
業の円滑な承継に大きな影響を与えている
ため、事業用資産相続時の負担軽減措置を
強化する必要がある。

租税特別措置法（相続税法
関係）第６９条の４、財産評価
基本通達（相続税法関係）１１

財務省

5145 5145011 東京都 11 事業用資産相続時の自社株
評価方式の見直し

①同族会社の株式評価における類似業種
批准価格の減額率を引き上げること。
②全ての会社に類似業種批准方式のみに
よる評価の選択適用を可能とすること。
③純資産価額方式での土地評価にも、小規
模宅地等の評価減額制度を採用すること。

相続税の負担が、中小企業の経営、特に事
業の円滑な承継に大きな影響を与えている
ため、事業用資産相続時の負担軽減措置を
強化する必要がある。

財産評価基本通達（相続税
法関係）１７８－１８６ 財務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 2 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700005 「事前検査願」の包括申請の
容認

関税法第67条
関税法基本通達67-3-9

貨物を輸入しようとする者は、品名、数量等
を税関長に申告し、貨物につき必要な検査
を経て、その許可を受けなければならない。
但し、保税地域に搬入後では数量の確認が
困難な貨物等については、輸入申告前に当
該貨物の検査を行うことができる。

ｅ －

事前検査を受ける場合には、「事前検査願」
は不要である。
なお、事前検査は、保税地域に搬入後では
見本の採取等が困難な貨物等について便
宜上輸入申告の前に行っているものであ
る。

5108 5108002 株式会社ジャパンエ
ナジー水島製油所 11 「事前検査願」の包括申請化

関税法基本通達６７－３－８の（１）のロ及び
ハの該当貨物を対象とした「事前検査願」を
本船入港都度申請を行っている。年間を通
じて恒常的に輸入される原油及び石油製品
の同一積み出港からの同一輸入貨物（油種
名）の性状はほぼ一致している。

z0700006 「執務時間外貨物の積卸届」
の簡素化

関税法第１６条第１項、
関税法第１９条

（積荷目録提出前の貨物の積卸承認）
外国貿易船に対する貨物の積卸しは、あら
かじめ税関長の承認を受けた場合を除くほ
か、積荷目録の提出前にしてはならない。
（執務時間外の貨物の積卸しの届出）
税関の執務時間外において、外国貿易船等
に貨物の積卸しをし、又は船舶に外国貨物
を積み込もうとするときは、あらかじめその
旨を税関に届け出なければならない。

ｃ －

　積荷目録は、積載貨物の総括的な申告で
あり、税関はこれによって積載貨物の全貌を
把握するとともに、積載貨物の取締りを行う
ことから、原則として、積荷目録を提出する
前に貨物の積卸しをすることを禁止してい
る。しかし、船舶及び航空機の能率的な運航
を図る関係上その到着後直ちに貨物の積卸
しをする必要がある場合には、あらかじめ税
関長の承認を受けることを条件として、積荷
目録提出前であっても貨物の積卸しを可能
としている。

　一方、執務時間外における貨物の積卸し
については、従来、取締りの必要性から、税
関の執務時間外における外国貿易船等へ
の貨物の積卸しを許可制としていたが、物流
の２４時間化に伴い夜間の積卸しが常態化
してきたこと、税関における機動的、重点的
な取締りの実施等を踏まえ、平成１３年度に
事前届出制としたところである。当該届出に
より、執務時間外における特定の貨物の荷
役時間等他の税関手続では把握できない情
報を事前に把握し、取締りを実施している。

　提案の内容は、上記の手続様式を結合し
て単一の手続とするものであるが、次の理
由から、対応は困難である。

5108 5108003 株式会社ジャパンエ
ナジー水島製油所 11 「執務時間外貨物の積卸届」

を他申請用紙への併記化

税関の執務時間外に、外国貿易船に貨物の
積卸しを行うとするときに予めその旨を税関
に届け出なければならないとされている。荷
役が執務時間外になる場合、又は、時間外
になるおそれのある場合に限り届けを行って
いる。

z0700006

（上記の続き）

「執務時間外貨物の積卸届」
の簡素化

（上記の続き）

　関税法第１６条第１項（積荷目録提出前の
貨物の積卸し）の承認は、密輸出入又は関
税のほ脱の防止等輸出入貨物の取締りの
万全を期すために設けられたものであり、承
認申請の事由等によっては税関長が承認し
ない場合もありうる。
　一方、関税法第１９条（執務時間外の貨物
の積卸し）の届出は、執務時間外における
貨物の積卸しを税関が把握するためのもの
であり、届出事項について記載要件が整っ
ていれば、届出を受理しなければならないも
のである。

　貨物の積卸し方法によってはこれらの手続
を同時に行う場合もあると考えられるが、基
本的にこれらの手続に直接の関係はなく、そ
の趣旨、目的も異なること、また、承認申請
と届出という法的性格も異なっていることを
踏まえれば、これらを統合した様式を新たに
設ける必要性はなく、また適当ではないと考
えられる。

5108 5108003 株式会社ジャパンエ
ナジー水島製油所 12

（上記の続き）

「執務時間外貨物の積卸届」
を他申請用紙への併記化

z0700007 「見本持出許可申請書」手続
きの包括申請の容認

関税法第32条
関税法基本通達32－3

  外国貨物を見本として一時持ち出そうとす
る者は、税関長の許可を受けなければなら
ない。

ｄ －

  見本の一時持出しが同一申請者により恒
常的に行われる場合には、一定の期間内に
行われる見本の一時持出しについて包括的
に許可することが可能である。
　また、見本の一時持出しの申請手続は、
NACCS（通関情報処理システム）又は
CUPES（税関手続申請システム）により電子
的に行うことが可能であり、既にペーパーレ
ス化が図られている。

　 5108 5108001 株式会社ジャパンエ
ナジー水島製油所 11 「見本持出許可申請書」手続

きの包括申請化

関税率表の輸入原油は、「石油化学製品の
製造用に使用するもの」と「その他のもの」と
に分類され税番は２７０９に固定化されてい
る。一方、輸入石油製品は、性状により統計
細分が異なることから輸入当事者の分析器
による分析結果で税番・統計細分を得るべ
き「当事者分析成績採用申請書」を提出して
いる。しかし、輸入原油は、税番が確定して
いるため「当事者分析成績採用申請書」を提
出する必要が無いことから、輸入される原油
のサンプルを都度採取しなければならず、そ
の持出し許可を得るべき本申請書を税関に
２部提出している。目的は、輸入原油の密度
と硫黄の分析用サンプルである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 3 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700005 「事前検査願」の包括申請の
容認

z0700006 「執務時間外貨物の積卸届」
の簡素化

z0700006

（上記の続き）

「執務時間外貨物の積卸届」
の簡素化

z0700007 「見本持出許可申請書」手続
きの包括申請の容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5108 5108002 株式会社ジャパンエ
ナジー水島製油所 11 「事前検査願」の包括申請化

関税法基本通達６７－３－８の（１）のロ及び
ハの該当貨物を対象とした「事前検査願」を
本船入港都度申請を行っている。年間を通
じて恒常的に輸入される原油及び石油製品
の同一積み出港からの同一輸入貨物（油種
名）の性状はほぼ一致している。

原油及び石油製品で同一積出港からの同
一油種名での輸入貨物の性状はほとんど変
化が見られないことから「事前検査願書」
は、本船入港都度提出する必要性が無いも
のと判断する。（品目限定）することにより事
務手続きの軽減及びペーパーレスにつなが
る。

①関税法基本通達６７－３－
８（輸入検査の種類）
②関税法基本通達６７－３－
９（事前検査）

財務省
輸出国・積地・油種名等の品目限定制にし
て、包括申請手続き（適用期間１年間）を行
わせる。

5108 5108003 株式会社ジャパンエ
ナジー水島製油所 11 「執務時間外貨物の積卸届」

を他申請用紙への併記化

税関の執務時間外に、外国貿易船に貨物の
積卸しを行うとするときに予めその旨を税関
に届け出なければならないとされている。荷
役が執務時間外になる場合、又は、時間外
になるおそれのある場合に限り届けを行って
いる。

最近の外国貿易船の大型化に伴い、原油及
び石油製品の小ロットでの輸入貨物が激減
した。船型の大型化に伴うことから荷役時間
も要し、税関の執務時間内に荷役が終了す
ることはほとんど見受けられない。ついて
は、外国貿易船が入港・着桟して荷役を即
行えるように「積荷目録提出前貨物の承認
申請書」を提出していることから「執務時間
外貨物の積卸届」を廃止し、「積荷目録提出
前貨物の承認申請書」の内容を改訂し、荷
役予定時間を記入することにより申請用紙
が一部削減（２枚）になる。また、事務の軽減
につながる。

①関税法第１９条（執務時間
外貨物の積卸届）
②関税法第１６条（貨物の積
卸）

財務省
「積荷目録提出前貨物の積卸承認申請書」
に「執務時間外貨物の積卸し」の届出内容
が併用できる様式に改訂する。

5108 5108003 株式会社ジャパンエ
ナジー水島製油所 12

（上記の続き）

「執務時間外貨物の積卸届」
を他申請用紙への併記化

財務省

5108 5108001 株式会社ジャパンエ
ナジー水島製油所 11 「見本持出許可申請書」手続

きの包括申請化

関税率表の輸入原油は、「石油化学製品の
製造用に使用するもの」と「その他のもの」と
に分類され税番は２７０９に固定化されてい
る。一方、輸入石油製品は、性状により統計
細分が異なることから輸入当事者の分析器
による分析結果で税番・統計細分を得るべ
き「当事者分析成績採用申請書」を提出して
いる。しかし、輸入原油は、税番が確定して
いるため「当事者分析成績採用申請書」を提
出する必要が無いことから、輸入される原油
のサンプルを都度採取しなければならず、そ
の持出し許可を得るべき本申請書を税関に
２部提出している。目的は、輸入原油の密度
と硫黄の分析用サンプルである。

輸入原油は年間を通じ恒常的に輸入される
ことから、油種又は品目限定の包括申請（適
用期間１年間）手続きをすることにより原油
船が入港都度提出している「見本持出し許
可申請書」の申請事務手続きの軽減及び
ペーパーレス化につながる。

①関税法第３２条（見本の一
時持出）
②関税法基本通達３２－１
（見本の一時持出しの許可基
準及び申請手続き）
③関税法第２７条（見本の一
時持出しの許可の申請）

財務省

サンプル採取は、従来通りとし「見本持出許
可申請書」の申請手続きを油種名又は、品
名限定での包括申請（適用１年間）手続きと
する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 4 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700008 Sea NACCSとAir NACCSの
統合 なし

NACCS（通関情報処理システム）は、税関手
続及びこれに密接に関連する民間業務を処
理する官民共同利用システムであり、航空
貨物通関情報処理システム（Air-NACCS）と
海上貨物通関情報処理システム（Sea-
NACCS）の2つのシステムが稼働している。

ｂ －

　税関への申請手続については、航空貨物
と海上貨物で基本的には相違はないが、比
較的少量の貨物を迅速に輸送する航空機と
一度に大量の貨物を輸送する船舶では、貨
物の輸送形態や取扱いについてかなりの相
違があり、それらを反映して、物流管理など
の民間業務の内容が異なっている。
　NACCSは、税関手続及びこれに密接に関
連する民間業務を処理する官民共同利用シ
ステムであり、航空貨物と海上貨物について
の民間業務の内容が大きく異なっていること
を反映して、それぞれに最適な処理が行わ
れるようAir-NACCSとSea-NACCSの2つの
システムを構築しているものである。
　なお、NACCSについては、平成15年7月に
決定された「電子政府構築計画」の中の「レ
ガシーシステムの見直しのための財務省行
動計画（アクションプログラム）」に基づき、税
関システムの一部として､平成16年度に外部
専門家によるシステムの刷新可能性調査を
実施し、その調査結果を踏まえ、平成17 年
度末までのできる限り早期にシステムの最
適化計画を策定することとしており、その中
で、システムの最適化について検討すること
としている。

5084 5084002 ソニー株式会社 11 Sea NACCSとAir NACCSの
統合

Sea NACCSとAir NACCSは同じ税関のシス
テムにもかかわらず、それぞれのシステム構
造を持ち、独自の運用形態をとっているた
め、完全な統合を要望する。

z0700009 通関手続きの見直し 関税法第67条、関税定率法
第14条第11号

(1)-①　貨物を輸出しようとする者は、品名、
数量等を税関長に申告し、貨物につき必要
な検査を経て、その許可を受けなければなら
ない。

(1)-②　輸入申告の際に、当該貨物の輸出
の許可書又はこれに代わる税関の証明書を
その輸入地を所轄する税関長に提出しなけ
ればならない。

ｂ Ⅳ

(1)-①
１．我が国においても、必要な輸出の審査・
検査を確保できる範囲内で通関の迅速化を
図ることは重要と考えており、このため、包
括事前審査制度を導入し、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの高
い輸出者（過去、関税法等違反が無く、社内
管理体制が整っている者等）が同一の貨物
を継続して輸出する場合、あらかじめ、包括
的に審査を行うことにより、個々の通関時の
審査、検査を極力省略化することとしている
ところである。
２．更に平成15年度中に輸出貨物が保税地
域搬入前であっても予備的に輸出申告を認
め、税関の書類審査を事前に受けることが
できる予備審査制度を導入することとしてい
る。
　同制度においては、あらかじめ審査区分を
通知することとしており、検査が必要な貨物
は保税蔵置場の許可を受けたメーカー又は
海貨業者の倉庫や港頭地区である税関の
検査場の他、税関長の許可を受けた場所
（他所蔵置場所）で通関時検査を受けること
が可能となる。

(1)-②
ヒアリングの結果が得られた後、実務面にお
いて可能な部分について対応することとした
い。なお、現在、関係者等に対してヒアリン
グを実施しているところであり、対応策及び
実施時期については、今後のヒアリングの
結果によるため、現時点でお示しすることは
できない。

5021 5021220 社団法人日本経済団
体連合会 11 通関手続の見直し【新規】

（1）信頼性が高い企業の輸出入貨物につい
ては、コンプライアンスの趣旨に鑑み、検査
を極力簡素化するとともに、現行制度の可
能な限りの運用弾力化を図るなど、物流効
率化の促進を図られたい。具体的には、包
括事前審査制度等の適用を受ける信頼性
の高い企業の貨物については、①輸出申告
における税関検査を、保税指定の有無に拘
わらず港頭地区の倉庫などでも事前実施で
きるようにすべきである。②梱包資材等の再
輸入貨物については届出制などの簡便な方
法を認めるべきである。
（2）簡易申告制度において、他法令などによ
り規制されない一般貨物は、年間輸入申告
件数の規制を「撤廃」すべきである。また、指
定貨物に係る関税率表上の分類９桁の規制
を４桁に緩和すべきである。

z0700010 簡易申告制度の要件緩和 ・関税法第７条の２  ・関税法
施行令第４条の６、第４条の８

  簡易申告制度は、予め税関長の承認を受
けている輸入者が、継続的に輸入しているも
のとして指定を受けた貨物について、法令遵
守の確保を条件に、納税申告の前にこれを
引き取ることを可能とする制度である。
○当該貨物の指定を受けるためには、当該
貨物の所属区分ごとの継続的輸入申告が
要件となっている。

ｂ Ⅱ

 簡易申告制度は、輸入者が継続的に輸入
しているものとして指定を受けた貨物につい
て、法令遵守の確保を条件に、納税申告前
に貨物を引き取ることができる特例的な制度
である。
  よって、無制限に要件等を緩和すること
は、制度の趣旨からも行うべきものではない
が、本制度の利便性を考慮して、回数要件
について、本年４月以降年２４回以上から年
６回以上へと緩和を行ったところである。
  指定貨物の所属区分については、上記緩
和による利用拡大状況を踏まえた上で、そ
の緩和の可否及びその時期について検討す
ることとする。

5021 5021220 社団法人日本経済団
体連合会 21 通関手続の見直し【新規】

（1）信頼性が高い企業の輸出入貨物につい
ては、コンプライアンスの趣旨に鑑み、検査
を極力簡素化するとともに、現行制度の可
能な限りの運用弾力化を図るなど、物流効
率化の促進を図られたい。具体的には、包
括事前審査制度等の適用を受ける信頼性
の高い企業の貨物については、①輸出申告
における税関検査を、保税指定の有無に拘
わらず港頭地区の倉庫などでも事前実施で
きるようにすべきである。②梱包資材等の再
輸入貨物については届出制などの簡便な方
法を認めるべきである。
（2）簡易申告制度において、他法令などによ
り規制されない一般貨物は、年間輸入申告
件数の規制を「撤廃」すべきである。また、指
定貨物に係る関税率表上の分類９桁の規制
を４桁に緩和すべきである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 5 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700008 Sea NACCSとAir NACCSの
統合

z0700009 通関手続きの見直し

z0700010 簡易申告制度の要件緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5084 5084002 ソニー株式会社 11 Sea NACCSとAir NACCSの
統合

Sea NACCSとAir NACCSは同じ税関のシス
テムにもかかわらず、それぞれのシステム構
造を持ち、独自の運用形態をとっているた
め、完全な統合を要望する。

Sea NACCSとAir NACCSは海上と航空の通
関にそれぞれのシステム構造を持っている。
そのため、システム変更などにより企業側で
インターフェースを取るときにそれぞれ別の
対応が必要となり、膨大なコストがかかって
いる。工数も倍かかることになるため、利用
者の負担をできるだけ少なくする方向で統合
を望む（国としての投資、経費も最低限にお
さえる必要があることは認識している）。

関税法第67条、第68条第１
項、電子情報処理組織による
税関手続きの特例に関する
法律施行令第４条、航空貨物
通関情報処理システムを使
用して行う税関関連業務の取
扱いについて（通達）、海上貨
物通関情報処理システムを
使用して行う税関関連業務の
取扱いについて（通達）

財務省

5021 5021220 社団法人日本経済団
体連合会 11 通関手続の見直し【新規】

（1）信頼性が高い企業の輸出入貨物につい
ては、コンプライアンスの趣旨に鑑み、検査
を極力簡素化するとともに、現行制度の可
能な限りの運用弾力化を図るなど、物流効
率化の促進を図られたい。具体的には、包
括事前審査制度等の適用を受ける信頼性
の高い企業の貨物については、①輸出申告
における税関検査を、保税指定の有無に拘
わらず港頭地区の倉庫などでも事前実施で
きるようにすべきである。②梱包資材等の再
輸入貨物については届出制などの簡便な方
法を認めるべきである。
（2）簡易申告制度において、他法令などによ
り規制されない一般貨物は、年間輸入申告
件数の規制を「撤廃」すべきである。また、指
定貨物に係る関税率表上の分類９桁の規制
を４桁に緩和すべきである。

①輸出入手続のリードタイムを短縮化でき、
国際競争力の強化が期待できる。
②貨物の滞留時間を削減することで、保管
コストを削減できる。

関税法 財務省

①輸出貨物について、同種の貨物を繰り返
し輸出している場合でも、輸出時に必要に応
じ税関の検査が行われる。
②全ての輸出入貨物について税関に申告す
る必要があり、事務処理に多大な時間とコス
トを要している。
③税関長の承認を受けた者(特例輸入者)
は、一定の条件を満たす貨物（指定貨物）の
輸入については、税関検査の省略等さまざ
まなメリットが与えられ、迅速な引き取りが可
能となっている（簡易申告制度）が、指定貨
物の条件が厳しく、制度の利用が阻害され
ている面もある。

5021 5021220 社団法人日本経済団
体連合会 21 通関手続の見直し【新規】

（1）信頼性が高い企業の輸出入貨物につい
ては、コンプライアンスの趣旨に鑑み、検査
を極力簡素化するとともに、現行制度の可
能な限りの運用弾力化を図るなど、物流効
率化の促進を図られたい。具体的には、包
括事前審査制度等の適用を受ける信頼性
の高い企業の貨物については、①輸出申告
における税関検査を、保税指定の有無に拘
わらず港頭地区の倉庫などでも事前実施で
きるようにすべきである。②梱包資材等の再
輸入貨物については届出制などの簡便な方
法を認めるべきである。
（2）簡易申告制度において、他法令などによ
り規制されない一般貨物は、年間輸入申告
件数の規制を「撤廃」すべきである。また、指
定貨物に係る関税率表上の分類９桁の規制
を４桁に緩和すべきである。

①輸出入手続のリードタイムを短縮化でき、
国際競争力の強化が期待できる。
②貨物の滞留時間を削減することで、保管
コストを削減できる。

関税法 財務省

①輸出貨物について、同種の貨物を繰り返
し輸出している場合でも、輸出時に必要に応
じ税関の検査が行われる。
②全ての輸出入貨物について税関に申告す
る必要があり、事務処理に多大な時間とコス
トを要している。
③税関長の承認を受けた者(特例輸入者)
は、一定の条件を満たす貨物（指定貨物）の
輸入については、税関検査の省略等さまざ
まなメリットが与えられ、迅速な引き取りが可
能となっている（簡易申告制度）が、指定貨
物の条件が厳しく、制度の利用が阻害され
ている面もある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 6 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700011 税関の執務時間及び臨時開
庁手数料の見直し

関税法第98条、
第100条第1項第４号

税関の執務時間外に臨時の執務を求めよう
とする者は、税関長の承認を受け、必要な
手数料を納付しなければならない。

ｃ、ｂ －

１．臨時開庁の承認申請があった場合には、
税関長は、税関の事務の執行上支障がある
と認めるときを除き、その承認を行っている。
また、税関の執務時間外における事務の執
行上支障がないよう通関体制の整備に取り
組んでいるところである。ただし、臨時開庁
が要請された場合に、税関がそのための体
制を整え、実務上対応可能か否かを判断す
る必要があるため、承認手続は必要である。
２．臨時開庁は、税関の執務時間外に輸出
入手続を行いたいとする申請者の求めに応
じ、特に職員を配置して当該手続を行うもの
であることから、これに伴い発生する行政ｺｽ
ﾄは、受益者である申請者自身が負担すべ
きものとの観点から、臨時開庁手数料を徴
収している。
３．今後、受益者負担の原則を踏まえなが
ら、国際物流の変化に応じてどのように臨時
開庁手数料を見直すべきかについて検討
し、平成15年度中に結論を得ることとしてい
る。
４．なお、臨時開庁手数料については、地方
公共団体による自主的な規制改革や民間事
業者による取組みを促すことにより、我が国
の国際物流の効率化を図るため、今年４月
から構造改革特別区域において、その額を
２分の１に軽減したところである。

5021 5021209 社団法人日本経済団
体連合会 11 税関の執務時間及び臨時開

庁手数料の見直し

　従来の執務時間（8:30～17:00）以外の通関
を、通常の申請と同様に取り扱うべきであ
る。具体的には、①事前申請等特別な事務
処理は一切なくすべきである。②臨時開庁
費用も無料、ないしはできる限り低廉化すべ
きである。③コンテナターミナルの運営時間
を延長するような施策についても検討すべき
である。

z0700011 税関の執務時間及び臨時開
庁手数料の見直し

関税法第98条、
第100条第1項第４号

税関の執務時間外に臨時の執務を求めよう
とする者は、税関長の承認を受け、必要な
手数料を納付しなければならない。

ｃ、ｂ －

１．臨時開庁の承認申請があった場合には、
税関長は、税関の事務の執行上支障がある
と認めるときを除き、その承認を行っている。
また、税関の執務時間外における事務の執
行上支障がないよう通関体制の整備に取り
組んでいるところである。ただし、臨時開庁
が要請された場合に、税関がそのための体
制を整え、実務上対応可能か否かを判断す
る必要があるため、承認手続は必要である。
２．臨時開庁は、税関の執務時間外に輸出
入手続を行いたいとする申請者の求めに応
じ、特に職員を配置して当該手続を行うもの
であることから、これに伴い発生する行政ｺｽ
ﾄは、受益者である申請者自身が負担すべ
きものとの観点から、臨時開庁手数料を徴
収している。
３．今後、受益者負担の原則を踏まえなが
ら、国際物流の変化に応じてどのように臨時
開庁手数料を見直すべきかについて検討
し、平成15年度中に結論を得ることとしてい
る。
４．なお、臨時開庁手数料については、地方
公共団体による自主的な規制改革や民間事
業者による取組みを促すことにより、我が国
の国際物流の効率化を図るため、今年４月
から構造改革特別区域において、その額を
２分の１に軽減したところである。

5084 5084001 ソニー株式会社 11 通関における原則24時間365
日体制の整備と周知徹底

港湾・空港の24時間体制の前提となる税関
の稼働時間は原則、月曜日～金曜日8：30
～17：00となっている。上記時間外に輸出入
通関を行う場合には、「臨時開庁」を申請す
る必要があるほか、費用負担が発生する。6
月度の最終回答では、「平成15年度中に税
関開庁時間外の通関需要を踏まえ、臨時開
庁手数料の費用負担のあり方について検討
する」とあるが、「臨時開庁手続き」の存在自
体が、これまで生産体制や物流体制の整
備、投資のベースとなり、需要を十分に喚起
してこなかった可能性を踏まえる必要があ
る。そのため「臨時開庁」ではなく、原則24時
間365日体制の確立と事業者への周知徹底
による需要喚起を要望する。

z0700012 国際物流特区における時間
外手数料のさらなる低減

関税法第98条、
第100条第1項第４号

税関の執務時間外に臨時の執務を求めよう
とする者は、税関長の承認を受け、必要な
手数料を納付しなければならない。

ｂ －

１．臨時開庁は、税関の執務時間外に輸出
入手続を行いたいとする申請者の求めに応
じ、特に職員を配置して当該手続を行うもの
であることから、これに伴い発生する行政ｺｽ
ﾄは、受益者である申請者自身が負担すべ
きものとの観点から、臨時開庁手数料を徴
収している。
２．今後、受益者負担の原則を踏まえなが
ら、国際物流の変化に応じてどのように臨時
開庁手数料を見直すべきかについて検討
し、平成15年度中に結論を得ることとしてい
る。
３．なお、臨時開庁手数料については、地方
公共団体による自主的な規制改革や民間事
業者による取組みを促すことにより、我が国
の国際物流の効率化を図るため、今年４月
から構造改革特別区域において、その額を
２分の１に軽減したところである。

5071 5071097 米国 11 国際物流特区における時間
外手数料のさらなる低減

2003年4月から開始された国際物流特区に
おける時間外手数料の削減は、日本の国際
港の競争力を強化した。
成長へ向け、通関時間外手数料をゼロにす
るようアクションを取り続けることを要望す
る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 7 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700011 税関の執務時間及び臨時開
庁手数料の見直し

z0700011 税関の執務時間及び臨時開
庁手数料の見直し

z0700012 国際物流特区における時間
外手数料のさらなる低減

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021209 社団法人日本経済団
体連合会 11 税関の執務時間及び臨時開

庁手数料の見直し

　従来の執務時間（8:30～17:00）以外の通関
を、通常の申請と同様に取り扱うべきであ
る。具体的には、①事前申請等特別な事務
処理は一切なくすべきである。②臨時開庁
費用も無料、ないしはできる限り低廉化すべ
きである。③コンテナターミナルの運営時間
を延長するような施策についても検討すべき
である。

①半導体製造装置のスペアパーツや海外生
産工場向け組立用パーツといった非常に緊
急性の高い貨物の出荷リードタイムを短くす
る事が可能になる。このことにより、顧客か
らの急なニーズに応え、また生産ストップ等
の顧客への被害を回避させる事が出来る。
②輸出入のリードタイム短縮や超緊急対応
が可能になることによって、既に税関執務時
間に制約のない国々と肩を並べ、わが国産
業全体の国際競争力を強化することができ
る。
③現在の輸出入申告の殆どが書面によら
ず、電子情報により申告されている実態に
鑑みれば、臨時開庁費用は無料化（あるい
は、できる限り低減化）すべきである。また、
臨時開庁手数料が不要になれば、それらの
金銭の授受に関する事務作業がなくなり、業
務の効率化が推進されるのと同時に、企業
の費用負担が軽減され、臨時開庁が容易に
利用できるようになってくる。

関税法第98条、第100条
税関関係手数料令第６条

財務省
国土交通省

　もともと税関の執務時間は8:30～17:00まで
であったが、税関関連の特区対応等で24時
間の職員常駐等が図られてきている。しか
し、従来の執務時間以外の通関について
は、事前の連絡等手続自体に煩雑さが伴
う。また、執務時間以外の通関は臨時開庁
扱いになり、臨時開庁費用が必要となってい
る。

5084 5084001 ソニー株式会社 11 通関における原則24時間365
日体制の整備と周知徹底

港湾・空港の24時間体制の前提となる税関
の稼働時間は原則、月曜日～金曜日8：30
～17：00となっている。上記時間外に輸出入
通関を行う場合には、「臨時開庁」を申請す
る必要があるほか、費用負担が発生する。6
月度の最終回答では、「平成15年度中に税
関開庁時間外の通関需要を踏まえ、臨時開
庁手数料の費用負担のあり方について検討
する」とあるが、「臨時開庁手続き」の存在自
体が、これまで生産体制や物流体制の整
備、投資のベースとなり、需要を十分に喚起
してこなかった可能性を踏まえる必要があ
る。そのため「臨時開庁」ではなく、原則24時
間365日体制の確立と事業者への周知徹底
による需要喚起を要望する。

サプライチェーンマネジメント（リードタイム短
縮、在庫圧縮、コスト削減）に加え、設備稼
働効率向上、生産性向上などを目的とした、
より柔軟な生産、配送体制の構築

国際競争の激化、商品ライフサイクルの短
縮化などにより、部品の調達から最終消費
者までを視野に入れたリードタイム短縮、過
剰在庫圧縮を中心としたサプライチェーンマ
ネジメントが企業経営の重要課題となってい
る。その管理が日数単位から時間単位へと
より厳密化している中、国際物流のボトル
ネックの解消、効率化が大きな要素となる。
現状では、手続きを経て24時間の通関が可
能だが、臨時開庁の申請手続きや費用負担
が必要でリードタイム、コストの面で負担が
まだまだ大きい。通関の原則24時間365日体
制により、リードタイム短縮や輸配送のメ
ニュー、選択肢が拡大し、企業にとってより
効率的な生産・物流体制の整備が促進され
る。

関税法第98条、第100条第1
項第4号 財務省

5071 5071097 米国 11 国際物流特区における時間
外手数料のさらなる低減

2003年4月から開始された国際物流特区に
おける時間外手数料の削減は、日本の国際
港の競争力を強化した。
成長へ向け、通関時間外手数料をゼロにす
るようアクションを取り続けることを要望す
る。

財務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 8 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700013
積卸コンテナー一覧表の提
出に係る臨時開庁手数料の
免除

関税法第98条、関税法施行
令第87条第1項第5号、コンテ
ナーに関する通関条約及び
国際道路運送手帳による担
保の下で行なう貨物の国際
運送に関する通関条約（ＴＩＲ
条約）の実施に伴う関税法等
の特例に関する法律施行令
第２条

  税関の執務時間外に臨時の執務を求めよ
うとする者は、税関長の承認を受け、所定の
手数料を納付しなければならない。

ｆ －

　コンテナーの輸出入申告については、国際
運送上の便宜を図るため、積卸コンテナー
一覧表の提出という簡素化された手続を採
用しているが、関税法令に基づく輸出入の
許可の手続である点においては一般の貨物
と何ら変わりはなく、税関の執務時間外に執
務を求める場合には、一般の貨物と同様
に、受益者負担の原則に基づき、所定の臨
時開庁手数料を納付しなければならない。
従って、臨時開庁手数料を免除することは
財政措置に該当する。

5111 5111024 社団法人日本自動車
工業会 11

積卸コンテナー一覧表の提
出に係る臨時開庁手数料の
免除

通関手続の３６５日24時間対応、昼夜・曜日
に関係無く入出港をするコンテナー船への
対応が必要な時代でもあり、ＮＡＣＣＳで処理
され、実質的に税関職員の執務を伴わない
積卸コンテナー一覧表の提出業務に係る臨
時開庁申請は、不要又は手数料の免除をし
て欲しい。これは、船側のコスト低減ではあ
るが、これが荷主コスト低減に繋がり、グ
ローバルなコスト競争力ＵＰが図れるもの。

z0700014 保税舶用重油の積込承認申
請に関する運用の緩和

関税法第23条第1項、
同法施行令第21条の2第1
項、
同法基本通達23-2、23-3、
23-4、23-5、23-7

船舶に外国貨物である船用油（燃料油に限
る。）を積込む場合には、原則、都度、税関
に申告し、その承認を受けることとなってい
るが、継続的に積み込む場合において、１月
の間に予定される積込みの明細が判明して
いる場合に限り、包括的に積込みの申告を
認めている。

ｂ －

　現行の外貨船用品油に係る包括的な積込
承認手続については、関係団体からの要望
を受け、平成１２年７月に導入された制度で
あるが、現在、この制度はほとんど利用され
ていない状況にある。
　その理由としては、１ヶ月間に予定されて
いる積込みの明細を包括申請時に確定でき
ないとのことであるが、税関の取締上支障の
ないと認められる範囲内において包括申請
に係る運用面の見直し等、平成１６年度中を
目途に検討する。

5021 5021217 社団法人日本経済団
体連合会 11

保税舶用重油の積込承認申
請に関する運用の緩和【新
規】

　保税舶用重油について、包括申請の条件
を緩和し、包括申請制度が実務上十分活用
できる制度とすべきである。

z0700015 輸入申告に関わる課税価格
の算定方法の見直し

　関税定率法第４条第１項において、輸入貨
物の課税価格は、現実支払価格に加算要素
（運賃・保険料等）の額を加えた価格（ＣＩＦ方
式）とすることとしている。

ｆ －
　課税標準を減ずることで減税を要望するも
のであり、税制改正要望となっており、規制
緩和にあたらない。

5111 5111026 社団法人日本自動車
工業会 11 輸入申告に関わる課税価格

の算定方法の見直し

関税率０％の輸入貨物については、加算要
素を考慮しないこととしていただくとともに、Ｃ
ＩＦでの輸入申告を改め、輸出申告と同様に
ＦＯＢ（Free On Board、本船積み込み値段）
での申告としていただきたい。

z0700016
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

①道路運送車両法第7条、第
12条、第13条、第15条、第59
条、第62条、第97条の2第1項
②地方税法第699条の11　③
地方税法第151条、第151条
の2、第152条　④自動車重量
税法第8条、第10条、第10条
の2　⑤自動車の保管場所の
確保等に関する法律第4条、
第5条、第6条、第7条、第13
条⑥自動車損害賠償保障法
第9条　⑦道路運送車両法第
22条及び平成13年11月6日
付け国自管61号通達「登録
事項等証明書交付請求者及
び自動車検査証再交付申請
者等に対する本人確認の実
施について」

自動車保有関係手続は、自動車の検査・登
録を受けるために、運輸支局等の他、市役
所等、警察署、都道府県税事務所等、それ
ぞれの行政機関に出向いて手続を行う必要
がある。

ｂ Ⅰ

ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画において、平成１７年に
はシステム稼動開始を目指すこととされてお
り、平成１７年のシステム稼動に向けて、関
係行政機関及び関係民間団体と調整を行っ
ているところであり、現在、自動車保有関係
手続のワンストップサービスのシステム構築
を進めている。そのため、道路運送車両法
等の関係法律について、自動車保有関係手
続を電子情報処理組織を使用して行うため
の所要の見直しについて検討し、次期通常
国会に法案を提出する。

5021 5021207 社団法人日本経済団
体連合会 11

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

１．自動車の生産・販売・流通に伴って必要
となる行政諸手続（検査・登録～国、車庫証
明・納税～地方、自賠責保険確認～国）等
の電子化は、規制改革推進3ヵ年計画にお
いて、平成17年を目標に稼動開始（平成15
年度中目途に一部地方公共団体で試験運
用）となっているが、これを実現するため、下
記の事項を含め早急に検討・具体化すべき
である。
（1）検査・登録等諸手続　①自動車の検査・
登録手続等の電子化　②軽自動車の検査・
届出手続等の電子化　③納税証明書の添
付に代わる電子化の検討 ④抹消・移転登録
手続の電子化
（2）自動車取得税の納付手続　①納付手続
の電子化
（3）自動車税・軽自動車税納付及び還付手
続　①納付及び還付手続の電子化　②電子
化に向けた納付及び還付手続の合理化　③
納税に係る行政と所有者の有する電子情報
の交換

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 9 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700013
積卸コンテナー一覧表の提
出に係る臨時開庁手数料の
免除

z0700014 保税舶用重油の積込承認申
請に関する運用の緩和

z0700015 輸入申告に関わる課税価格
の算定方法の見直し

z0700016
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5111 5111024 社団法人日本自動車
工業会 11

積卸コンテナー一覧表の提
出に係る臨時開庁手数料の
免除

通関手続の３６５日24時間対応、昼夜・曜日
に関係無く入出港をするコンテナー船への
対応が必要な時代でもあり、ＮＡＣＣＳで処理
され、実質的に税関職員の執務を伴わない
積卸コンテナー一覧表の提出業務に係る臨
時開庁申請は、不要又は手数料の免除をし
て欲しい。これは、船側のコスト低減ではあ
るが、これが荷主コスト低減に繋がり、グ
ローバルなコスト競争力ＵＰが図れるもの。

現地生産の拡大・部品調達のグローバル化
等に伴い、近年、ＫＤ部品・補用部品の輸出
或いは部品輸入の拡大が続いているが、こ
れらの輸送には海上コンテナーが使われて
いる。
このコンテナーの通関手続（積卸コンテナー
一覧表の提出）を税関の執務時間外である
夜間・土日等に行なうと臨時開庁手数料が
徴収される。

①コンテナーの通関手続は、現在殆んどＮＡ
ＣＣＳにより機械的に処理され、税関職員の
執務を伴っていない。
②上項①の開庁申請で取扱うコンテナー一
覧表の件数は、一般貨物と同じであるが、通
関処理の難易度等から見て、著しく均衡を欠
くものと思われる。

例：１時間当りの開庁申請で扱う申告件数
　ア）一般貨物の輸出申告　　　　MAX　９件
　　　積コンテナーリストの提出  MAX　９件
（NACCS機械的処理）
　イ）一般貨物の輸入申告　　　　MAX　３件
　　　卸コンテナーリストの提出  MAX　３件
（NACCS機械的処理）

関税法第98条 財務省

・本項目は、以前から要望しているが、引続
き検討いただきたく再要望する。

・重点要望項目

5021 5021217 社団法人日本経済団
体連合会 11

保税舶用重油の積込承認申
請に関する運用の緩和【新
規】

　保税舶用重油について、包括申請の条件
を緩和し、包括申請制度が実務上十分活用
できる制度とすべきである。

①一回毎の申請が必要となっている現状で
は、申請自体が毎日発生することになり、事
務作業上非常に非効率であると同時に、コ
ストも嵩む。
②海外市場との比較を強いられる邦地での
保税舶用重油販売については、国際競争力
が劣る。
③包括申請制度が実務上十分に運用される
ことで、申請業務の効率化は大幅に図られ、
コスト削減が期待できるとともに、当日出荷
や大型船による順次配送も可能となること
で、供給の柔軟性が高まる。また、国際市場
並みの対応が可能となり、競争力の向上で
外船需要の拡大等も期待できる。
④数量、船名等の申請項目については、事
後に実績修正を入れる等の方法により、柔
軟な対応が可能である。

関税法第23条第１項
関税法施行令第21条の２第１
項

財務省

　保税舶用重油の積込承認申請について
は、１ヵ月単位での包括申請が認められて
いる。しかし、出荷明細については、取引
上、１週間程度前に確定されるのが通常で
あるため、１ヵ月分を予め確定することはで
きない。従って、実務においては、包括申請
制度を十分活用することができず、従来どお
り1回毎の申請とならざるを得ないのが現状
である。

5111 5111026 社団法人日本自動車
工業会 11 輸入申告に関わる課税価格

の算定方法の見直し

関税率０％の輸入貨物については、加算要
素を考慮しないこととしていただくとともに、Ｃ
ＩＦでの輸入申告を改め、輸出申告と同様に
ＦＯＢ（Free On Board、本船積み込み値段）
での申告としていただきたい。

輸入貨物に関わる課税価格は、インボイス
価格をベースとしたＣＩＦ（Cost Insurance and
Freight、運賃・保険料等込み価格）である
が、下記の場合には、さらに加算要素を加え
て申告を行う必要がある。
①同一資本等特殊な関係にある企業間の
輸入取引
②仕入れ原価と現実の支払いが一致しない
場合
③無償提供品及び役務の費用等加算取引
がある輸入取引

原材料を近隣諸国に輸出し、近隣諸国で加
工・組み立てを行ったのち、製品を輸入する
といった形態の貿易が増加しているが、その
際、無償提供物品（日本から近隣諸国に無
償提供した設備など）がある場合は、その分
を加算要素として評価申告しなければならな
いため、その管理に多大な負荷がかかって
いる。

・関税定率法第４条（課税価
格決定の原則）第１項
・関税定率法施行令第１条の
四（輸入貨物につき現実に支
払われた又支払うべき価
格）、第１条の五（課税価格に
含まれる運賃等）
・関税定率法基本通達４－
７、４－３、４－１２

財務省 重点要望項目

5021 5021207 社団法人日本経済団
体連合会 11

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

１．自動車の生産・販売・流通に伴って必要
となる行政諸手続（検査・登録～国、車庫証
明・納税～地方、自賠責保険確認～国）等
の電子化は、規制改革推進3ヵ年計画にお
いて、平成17年を目標に稼動開始（平成15
年度中目途に一部地方公共団体で試験運
用）となっているが、これを実現するため、下
記の事項を含め早急に検討・具体化すべき
である。
（1）検査・登録等諸手続　①自動車の検査・
登録手続等の電子化　②軽自動車の検査・
届出手続等の電子化　③納税証明書の添
付に代わる電子化の検討 ④抹消・移転登録
手続の電子化
（2）自動車取得税の納付手続　①納付手続
の電子化
（3）自動車税・軽自動車税納付及び還付手
続　①納付及び還付手続の電子化　②電子
化に向けた納付及び還付手続の合理化　③
納税に係る行政と所有者の有する電子情報
の交換

①手続申請の電子化がなされていないた
め、その手続を申請もしくは代行申請をする
自動車関連業界（自動車リース業界も含む）
が多大な事務負担を強いられている。
②これらの事務作業の効率化、円滑化の観
点から、電子化（書式の全国統一化）を図る
必要があるが、電子化の検討に際しては、
利用者の意見を充分に反映させることによっ
て、電子化による混乱等が生じないよう配慮
することが重要である。

道路運送車両法、自動車登
録令、関係省令
自動車の保管場所の確保等
に関する法律、関係政省令
自動車重量税法、関係政省
令
自動車損害賠償保障法、関
係政省令
地方税法、関係政省令
地方自治体条例等

国土交通省
財務省
総務省
警察庁
経済産業省
環境省

　自動車の生産・販売・流通に伴って必要と
なる行政諸手続きは、それぞれ所管官庁が
異なり、手続申請窓口が陸運支局、警察
署、都道府県税事務所、その他に分かれて
いる。このため、申請内容は多くの項目で重
複し、申請に必要な添付書類も多く、その発
行機関が国・地方に跨っている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 10 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700016

（上記の続き）

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

5021 5021207 社団法人日本経済団
体連合会 12

（上記の続き）

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

（上記の続き）

（4）重量税納付手続等　①納付手続等の電
子化
（5）保管場所証明申請手続　①申請手続の
電子化及び電子化に向けた申請手続の全
国統一化　②電子化に向けた添付書類の簡
素化等
（6）自賠責保険付保　①付保手続の電子化
及び電子化に向けた手続の合理化
（7）所有者に対する所有自動車に係る登録
事項等の電子的開示

２．なお、試験運用を行う際、大量の自動車
を所有するリース会社の事務手続等を考慮
して、その運用に当たっての検討等を行うべ
きである。

z0700016
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

①道路運送車両法第7条、第
12条、第13条、第15条、第59
条、第62条、第97条の2第1項
②地方税法第699条の11　③
地方税法第151条、第151条
の2、第152条　④自動車重量
税法第8条、第10条、第10条
の2　⑤自動車の保管場所の
確保等に関する法律第4条、
第5条、第6条、第7条、第13
条⑥自動車損害賠償保障法
第9条　⑦道路運送車両法第
22条及び平成13年11月6日
付け国自管61号通達「登録
事項等証明書交付請求者及
び自動車検査証再交付申請
者等に対する本人確認の実
施について」

自動車保有関係手続は、自動車の検査・登
録を受けるために、運輸支局等の他、市役
所等、警察署、都道府県税事務所等、それ
ぞれの行政機関に出向いて手続を行う必要
がある。

ｂ Ⅰ

ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画において、平成１７年に
はシステム稼動開始を目指すこととされてお
り、平成１７年のシステム稼動に向けて、関
係行政機関及び関係民間団体と調整を行っ
ているところであり、現在、自動車保有関係
手続のワンストップサービスのシステム構築
を進めている。そのため、道路運送車両法
等の関係法律について、自動車保有関係手
続を電子情報処理組織を使用して行うため
の所要の見直しについて検討し、次期通常
国会に法案を提出する。

5085 5085017 オリックス株式会社 11
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要とな
る諸行政手続（検査・登録～国、車庫証明・
納税～地方、自賠責保険確認～国）等の電
子化は、規制改革推進3ヵ年計画において、
平成17年を目標に稼動開始（平成15年目途
に一部地方公共団体で試験運用）となって
いるが、これを実現するため、添付資料記載
の事項を含め早急に検討・具体化していくこ
と。なお、試験運用を行う際、大量の自動車
を所有するリース会社の事務手続等を考慮
して、その運用に当たっての検討等を行うこ
と。

z0700016
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

①道路運送車両法第7条、第
12条、第13条、第15条、第59
条、第62条、第97条の2第1項
②地方税法第699条の11　③
地方税法第151条、第151条
の2、第152条　④自動車重量
税法第8条、第10条、第10条
の2　⑤自動車の保管場所の
確保等に関する法律第4条、
第5条、第6条、第7条、第13
条⑥自動車損害賠償保障法
第9条　⑦道路運送車両法第
22条及び平成13年11月6日
付け国自管61号通達「登録
事項等証明書交付請求者及
び自動車検査証再交付申請
者等に対する本人確認の実
施について」

自動車保有関係手続は、自動車の検査・登
録を受けるために、運輸支局等の他、市役
所等、警察署、都道府県税事務所等、それ
ぞれの行政機関に出向いて手続を行う必要
がある。

ｂ Ⅰ

ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画において、平成１７年に
はシステム稼動開始を目指すこととされてお
り、平成１７年のシステム稼動に向けて、関
係行政機関及び関係民間団体と調整を行っ
ているところであり、現在、自動車保有関係
手続のワンストップサービスのシステム構築
を進めている。そのため、道路運送車両法
等の関係法律について、自動車保有関係手
続を電子情報処理組織を使用して行うため
の所要の見直しについて検討し、次期通常
国会に法案を提出する。

5086 5086017 社団法人リース事業
協会 11

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要とな
る諸行政手続（検査・登録～国、車庫証明・
納税～地方、自賠責保険確認～国）等の電
子化は、規制改革推進3ヵ年計画において、
平成17年を目標に稼動開始（平成15年目途
に一部地方公共団体で試験運用）となって
いるが、これを実現するため、添付資料記載
の事項を含め早急に検討・具体化していくこ
と。なお、試験運用を行う際、大量の自動車
を所有するリース会社の事務手続等を考慮
して、その運用に当たっての検討等を行うこ
と。

z0700017 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

関税法第15条、第17条、第67
条、第70条、電子情報処理組
織による税関手続の特例等
に関する法律第3条

　関税法以外の法令の規定により、輸出入
に関して許可、承認が必要な場合には、輸
出入申告の際に当該許可、承認を受けてい
る旨を税関に証明しなければならない。
　外国貿易船の開港への入出港に際し、関
税法の規定により入出港手続にかかる書類
を税関に提出しなければならない。

ｂ －

１．手続の見直しについては、規制改革推進
3か年計画（再改定）において、今回のシング
ルウィンドウ化の成果と問題点を踏まえ、改
めて輸出入・港湾に関する全ての手続の徹
底した見直しを行うこととしているとともに、IT
戦略本部による電子政府構築計画において
も、国際的な調和に留意しつつ、手続の徹
底した見直しを行い、既存の業務・システム
に係る最適化計画を2005年度末までのでき
る限り早期に策定することとしており、シング
ルウィンドウ化実現後における利用者意見
を順次聴取しているところである。

２．また、国際基準への準拠、手続の簡素化
の一環として、外国船舶の入出港に関する
手続や必要書類の簡易化を図ることを内容
とする「国際海運の簡易化に関する条約（仮
称）（FAL条約）」の批准に向け、関係省庁と
ともに条文内容等を精査しているところであ
る。

5021 5021208 社団法人日本経済団
体連合会 11 輸出入・港湾諸手続の簡素

化促進

　2003年７月に、輸出入・港湾関連手続のシ
ングルウィンドウシステムが供用開始された
ことは評価できるが、各種申請の見直しや
現行の申請書類の徹底した簡素化など、電
子化に先立って行うべき輸出入・港湾諸手
続全般の業務改革（BPR）については甚だ不
十分である。
　ワンストップサービスの実現に当たっては、
まず、（1）民間事業者の意見聴取に基づき、
提出の必要性が疑われる申請を徹底的に
抽出すること、（2）申請の中で削除できる項
目を可能な限り削除すること、（3）省庁間で
の共通項目を標準化、統一化すること、が必
要不可欠である。その上で、全ての手続きを
統合し、１回の入力・送信で複数の申請を可
能とするシステムを整備すべく、全関係省庁
は内閣官房のリーダーシップのもと連携・協
議を重ねながら、このＢＰＲを遂行すべきで
ある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 11 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700016

（上記の続き）

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

z0700016
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

z0700016
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

z0700017 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021207 社団法人日本経済団
体連合会 12

（上記の続き）

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

（上記の続き）

（4）重量税納付手続等　①納付手続等の電
子化
（5）保管場所証明申請手続　①申請手続の
電子化及び電子化に向けた申請手続の全
国統一化　②電子化に向けた添付書類の簡
素化等
（6）自賠責保険付保　①付保手続の電子化
及び電子化に向けた手続の合理化
（7）所有者に対する所有自動車に係る登録
事項等の電子的開示

２．なお、試験運用を行う際、大量の自動車
を所有するリース会社の事務手続等を考慮
して、その運用に当たっての検討等を行うべ
きである。

国土交通省
財務省
総務省
警察庁
経済産業省
環境省

5085 5085017 オリックス株式会社 11
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要とな
る諸行政手続（検査・登録～国、車庫証明・
納税～地方、自賠責保険確認～国）等の電
子化は、規制改革推進3ヵ年計画において、
平成17年を目標に稼動開始（平成15年目途
に一部地方公共団体で試験運用）となって
いるが、これを実現するため、添付資料記載
の事項を含め早急に検討・具体化していくこ
と。なお、試験運用を行う際、大量の自動車
を所有するリース会社の事務手続等を考慮
して、その運用に当たっての検討等を行うこ
と。

 電子化により、申請項目の共通化・統一化
と申請に必要な添付書類の削減化ができれ
ば、自動車関連業界の生産・販売・流通に係
わる申請及び手続代行コストは大幅に軽減
され、その軽減分を直接部門へ投入すること
で新たな自動車リース市場の開拓が促進さ
れ、経済活性化に資する。

手続申請の電子化がなされていないため、
その手続を申請もしくは代行申請をする自動
車関連業界（自動車リース業界も含む）に多
大な負担を強いている。また、リース会社の
税の申告・納付事務等は膨大であり、これら
の事務作業の効率化、円滑化の観点から、
電子化（書式の全国統一化）を図る必要が
あると考えられる。 電子化の検討に際して
は、利用者の意見を充分に反映させることに
よって、電子化による混乱等が生じないよう
配慮する必要がある。

道路運送車両法、自動車登
録令、自動車の保管場所の
確保等に関する法律、自動車
重量税法、自動車損害賠償
保障法、地方税法、地方自治
体条例　等

国土交通省
財務省
総務省
警察庁
経済産業省
環境省

＜添付資料＞　自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続等の電子化に
際しての検討事項

5086 5086017 社団法人リース事業
協会 11

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要とな
る諸行政手続（検査・登録～国、車庫証明・
納税～地方、自賠責保険確認～国）等の電
子化は、規制改革推進3ヵ年計画において、
平成17年を目標に稼動開始（平成15年目途
に一部地方公共団体で試験運用）となって
いるが、これを実現するため、添付資料記載
の事項を含め早急に検討・具体化していくこ
と。なお、試験運用を行う際、大量の自動車
を所有するリース会社の事務手続等を考慮
して、その運用に当たっての検討等を行うこ
と。

 電子化により、申請項目の共通化・統一化
と申請に必要な添付書類の削減化ができれ
ば、自動車関連業界の生産・販売・流通に係
わる申請及び手続代行コストは大幅に軽減
され、その軽減分を直接部門へ投入すること
で新たな自動車リース市場の開拓が促進さ
れ、経済活性化に資する。

手続申請の電子化がなされていないため、
その手続を申請もしくは代行申請をする自動
車関連業界（自動車リース業界も含む）に多
大な負担を強いている。また、リース会社の
税の申告・納付事務等は膨大であり、これら
の事務作業の効率化、円滑化の観点から、
電子化（書式の全国統一化）を図る必要が
あると考えられる。 電子化の検討に際して
は、利用者の意見を充分に反映させることに
よって、電子化による混乱等が生じないよう
配慮する必要がある。

道路運送車両法、自動車登
録令、自動車の保管場所の
確保等に関する法律、自動車
重量税法、自動車損害賠償
保障法、地方税法、地方自治
体条例　等

国土交通省
財務省
総務省
警察庁
経済産業省
環境省

＜添付資料＞　自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続等の電子化に
際しての検討事項

5021 5021208 社団法人日本経済団
体連合会 11 輸出入・港湾諸手続の簡素

化促進

　2003年７月に、輸出入・港湾関連手続のシ
ングルウィンドウシステムが供用開始された
ことは評価できるが、各種申請の見直しや
現行の申請書類の徹底した簡素化など、電
子化に先立って行うべき輸出入・港湾諸手
続全般の業務改革（BPR）については甚だ不
十分である。
　ワンストップサービスの実現に当たっては、
まず、（1）民間事業者の意見聴取に基づき、
提出の必要性が疑われる申請を徹底的に
抽出すること、（2）申請の中で削除できる項
目を可能な限り削除すること、（3）省庁間で
の共通項目を標準化、統一化すること、が必
要不可欠である。その上で、全ての手続きを
統合し、１回の入力・送信で複数の申請を可
能とするシステムを整備すべく、全関係省庁
は内閣官房のリーダーシップのもと連携・協
議を重ねながら、このＢＰＲを遂行すべきで
ある。

　例えば、シングルウィンドウ化により、複数
の官庁で共通する手続について同時に送信
することが可能となったものは、入・出港届
等、ほんの一握りに過ぎず、従来通りの紙
ベースでの手続きが数多く残されているの
が現状である。
　シングルウィンドウシステムの運用が開始
されても、このままでは、真のワンストップ
サービスにはなっておらず、輸出入・港湾諸
手続の簡素化、物流効率化、ひいては産業
競争力の強化につながらないことが懸念さ
れる。

関税法
電子情報処理組織による税
関手続の特例等に関する法
律等

財務省
国土交通省
経済産業省
法務省
厚生労働省
農林水産省

　港湾・輸出入手続に関係する各省庁の協
力のもと、2003年７月から港湾・輸出入手続
のシングルウィンドウシステムが運用を開始
したが、これは単に既存のシステムが接続さ
れただけのものであり、予てより産業界が要
望してきた諸手続の見直しおよび簡素化を
反映したものとはなっていない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 12 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700017 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

関税法第15条、第17条、第67
条、第70条、電子情報処理組
織による税関手続の特例等
に関する法律第3条

　関税法以外の法令の規定により、輸出入
に関して許可、承認が必要な場合には、輸
出入申告の際に当該許可、承認を受けてい
る旨を税関に証明しなければならない。
　外国貿易船の開港への入出港に際し、関
税法の規定により入出港手続にかかる書類
を税関に提出しなければならない。

ｂ －

１．手続の見直しについては、規制改革推進
3か年計画（再改定）において、今回のシング
ルウィンドウ化の成果と問題点を踏まえ、改
めて輸出入・港湾に関する全ての手続の徹
底した見直しを行うこととしているとともに、IT
戦略本部による電子政府構築計画において
も、国際的な調和に留意しつつ、手続の徹
底した見直しを行い、既存の業務・システム
に係る最適化計画を2005年度末までのでき
る限り早期に策定することとしており、シング
ルウィンドウ化実現後における利用者意見
を順次聴取しているところである。

２．また、国際基準への準拠、手続の簡素化
の一環として、外国船舶の入出港に関する
手続や必要書類の簡易化を図ることを内容
とする「国際海運の簡易化に関する条約（仮
称）（FAL条約）」の批准に向け、関係省庁と
ともに条文内容等を精査しているところであ
る。

5035 5035003 社団法人日本船主協
会 11 港湾・輸出入手続き等の一層

の簡素化

全ての港湾・輸出入関連手続を対象として、
申請の必要性が失われたもの、申請の中で
削除できる項目の標準化、統一化できるも
のを抽出した上で、申請手続を徹底的に削
除・簡素化するよう要望する。

z0700018

港湾関係諸税（とん税、特別
とん税、船舶固定資産税）な
らびに諸料金（入港料等）の
適正化

とん税法第1条、特別とん税
法第1条

外国貿易船の開港への入港にはとん税及
び特別とん税を課す ｆ － 税制改正要望であり、規制緩和にはあたら

ない 5035 5035001 社団法人日本船主協
会 11

港湾関係諸税（とん税、特別
とん税、船舶固定資産税）な
らびに諸料金（入港料等）の
適正化

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固
定資産税）並びに諸料金（入港料等）の徴収
の考え方を明確にした上で、諸外国のそれ
らと比べて適正化を図ること。

z0700019
通関業の許可、営業所への
通関士必置規定の全国的見
地からの見直し

通関業法第３条、第13条

・通関業を営もうとする者は、その業に従事
しようとする地を管轄する税関長の許可を受
けなければならない。　　　　　　　・通関業者
は、専任の通関士を置かないことについて
税関長の承認を受けた場合を除き、通関士
を置かなければならないとされる営業所ごと
に、専任の通関士一人以上を置かなければ
ならない。

ｃ Ⅰ

１．通関業務の一切を、通関業法に基づき、
通関業法上の営業所（例えば本社）に集中さ
せれば、通関業法上の営業所でないその他
の営業所には通関士を設置する必要はない
ことは既に回答しているところである。
２．一方、必要に応じ貨物の内容点検、貨物
検査の際の立会いなど、貨物がある現場で
行われる業務も含めて、通関業法によって
すべて営業所で処理する体制の整備が必要
となるが、その整備が行えないことをもって、
その業務を不要とすることは、適当ではな
い。
３．通関業の許可に当たっては、通関業者の
各空港港湾の実情に応じた業務の内容等を
把握する必要があり、それは実地検査等に
よって行われていることから、各税関におい
て許可、指導、監督等を実施する必要があ
る。
４．また、通関業者の指導・監督について
は、通関業者の各空港港湾の実情に応じた
業務の内容等にそれぞれ特色が見られるた
め、実情を把握できる立場にある各税関単
位で行うことが効率的であると考えている。

5084 5084003 ソニー株式会社 11
通関業の許可、営業所への
通関士必置規定の全国的見
地からの見直し

「通関業を営もうとする者はその地を管轄す
る税関長の許可が必要」、また、通関士の設
置場所について、「通関業務を行う営業所ご
との設置」という規定がある。これまで税関
が行ってきた通関業務の簡素化、NACCSの
WEB化などの実績を踏まえ、地域ごとに分
断した状態ではなく、全国的オペレーション
の観点から許可体制を見直して欲しい。6月
度の回答では「税関長が承認した場合に
は、専任の通関士を置かないことができる」
とあるが、これも「技術的に可能」であるなら
ば、地域レベルではなく、全国レベルの承認
へと見直しを要望する。

z0700020 通関情報処理システム（ＮＡＣ
ＣＳ）に関する提言 なし

NACCSの利用料金については、システムを
運営している独立行政法人通関情報処理セ
ンターが、利用者の意見を聞き、自主的に決
定している。

ｅ －

　要望の「中間報告書」及び「最終報告書」
がOTO本部決定に基づき設置されるAir-
NACCSの利用料金に関する第三者機関に
よる検討結果を指しているのであれば、当該
報告書に対するパブリック・コメントの実施に
ついては、当該第三者機関の判断に委ねら
れるものである。

5071 5071099 米国 11 通関情報処理システム（ＮＡＣ
ＣＳ）に関する提言

①　Ａｉｒ-ＮＡＣＣＳ料金体系の更改と改善に
関する中間報告書（2004年3月頃取りまとめ
が予想されている）に対するパブリック・コメ
ントの機会を設けるよう求める。
②　また、日本が最終報告書を完成させ、
2004年9月にその提言を実施する前に2004
年6月が締め切りとなっている最終報告書の
初期草案をパブリック・コメントに付すことを
求める。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 13 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700017 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

z0700018

港湾関係諸税（とん税、特別
とん税、船舶固定資産税）な
らびに諸料金（入港料等）の
適正化

z0700019
通関業の許可、営業所への
通関士必置規定の全国的見
地からの見直し

z0700020 通関情報処理システム（ＮＡＣ
ＣＳ）に関する提言

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5035 5035003 社団法人日本船主協
会 11 港湾・輸出入手続き等の一層

の簡素化

全ての港湾・輸出入関連手続を対象として、
申請の必要性が失われたもの、申請の中で
削除できる項目の標準化、統一化できるも
のを抽出した上で、申請手続を徹底的に削
除・簡素化するよう要望する。

2003年7月23日より輸出入・港湾関連手続
のシングルウィンドウ化が関係各省庁により
実現されてはいるが、実態は各種申請・手
続の見直しや簡素化がなされておらず利便
性の向上には結びついていない。従って、全
ての関連手続を対象として、申請の必要性
が失われたもの、申請の中で削除できる項
目、さらに省庁間に共通する項目の標準化、
統一化できるものを抽出した上で、申請手続
を徹底的に削減・簡素化することを要望す
る。

関税法、電子情報処理組織
による関税手続の特例に関
する法律、コンテナ特例法、
出入国管理および難民認定
法等

国土交通省
財務省
法務省
厚生労働省
経済産業省
農林水産省

5035 5035001 社団法人日本船主協
会 11

港湾関係諸税（とん税、特別
とん税、船舶固定資産税）な
らびに諸料金（入港料等）の
適正化

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固
定資産税）並びに諸料金（入港料等）の徴収
の考え方を明確にした上で、諸外国のそれ
らと比べて適正化を図ること。

船舶の入港に際して、わが国港湾において
は、とん税、特別とん税、船舶固定資産税の
港湾関係諸税ならびに入港料等の港湾関係
諸料金などが賦課されている。わが国の港
湾の効率的運営を実現し、かつ国際競争力
を回復するためには、これら港湾関係諸税
ならびに諸料金の徴収の考え方を明確に
し、かつ諸外国と比較した上で適正化を図る
べきである。

とん税法第1条、特別とん税
法第1条、地方税法、港湾法
第44条2項等

財務省
総務省
国土交通省

5084 5084003 ソニー株式会社 11
通関業の許可、営業所への
通関士必置規定の全国的見
地からの見直し

「通関業を営もうとする者はその地を管轄す
る税関長の許可が必要」、また、通関士の設
置場所について、「通関業務を行う営業所ご
との設置」という規定がある。これまで税関
が行ってきた通関業務の簡素化、NACCSの
WEB化などの実績を踏まえ、地域ごとに分
断した状態ではなく、全国的オペレーション
の観点から許可体制を見直して欲しい。6月
度の回答では「税関長が承認した場合に
は、専任の通関士を置かないことができる」
とあるが、これも「技術的に可能」であるなら
ば、地域レベルではなく、全国レベルの承認
へと見直しを要望する。

地域ごとの業務の平準化などによる事務の
効率化と人員配置の最適化。コストの削減。
手続き事務の簡素化。

通関業務を行なう各営業所で通関士の行う
通関業務量は一定ではない。税関で通関業
務の簡素化を進め、Naccsがweb化されたこ
とで、通関士を一ヶ所に集めそこで全国の通
関業務を行う事は十分可能であると考える。
また、通関士が１ヶ所で通関業務を行う事
で、業務の平準化及び従事人員の削減によ
る、コスト削減も可能となる。なお、通関士の
異動届も都度代表取締役印を押印しての届
出制となっており手間がかかるが、この法令
の緩和により、異動届も緩和され、工数の削
減が考えられる｡貨物の立会い検査なども通
関士である必要はないと思われる。

通関業法第三条、第十三条、
通関業法施行令第九条 財務省

5071 5071099 米国 11 通関情報処理システム（ＮＡＣ
ＣＳ）に関する提言

①　Ａｉｒ-ＮＡＣＣＳ料金体系の更改と改善に
関する中間報告書（2004年3月頃取りまとめ
が予想されている）に対するパブリック・コメ
ントの機会を設けるよう求める。
②　また、日本が最終報告書を完成させ、
2004年9月にその提言を実施する前に2004
年6月が締め切りとなっている最終報告書の
初期草案をパブリック・コメントに付すことを
求める。

財務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 14 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700021 Ｕ申告利用の拡大
関税法第67条の２
関税法施行令第59条の３第１
項第３号

輸入申告は、原則として、その申告に係る貨
物を保税地域に搬入した後に行うこととなっ
ている。

ｅ －

１．我が国においては、迅速な通関を確保す
るため、航空機入港前であっても、予備的に
税関の書類審査を受けることができる予備
審査制が導入されており、当該予備審査制
を利用した申告のうち、特に迅速な引取りが
必要で、税関の審査の結果、取締上の支障
がないものとして検査が不要とされた貨物に
ついては、保税地域に搬入することなく貨物
の到着が確認され次第輸入許可する「到着
即時輸入許可制度」が導入されている。
２．本制度は従来、空港を補完するために設
置された保税地域である空港外に所在する
物流拠点に限定されていたが、本年７月よ
り、上記物流拠点以外の航空貨物の集積場
所である空港外の保税蔵置場へ保税運送さ
れる貨物についても対象としているところで
ある。

5071 5071098 米国 11 Ｕ申告利用の拡大
保税輸送により東京航空ターミナル（ＴＡＣＴ）
以外の保税倉庫へ輸送される貨物に関して
「Ｕ申告制度」が適応されることを求める。

z0700022
盗難自動車の海外不正流出
防止のための旅具通関対象
の制限

関税法第67条、
同法施行令第58条、
同法基本通達67-2-7、67-2-
8

本邦から出国する旅客又は船舶若しくは航
空機の乗組員（以下、「旅客等」という。）が
携帯して輸出する自動車については一人３
台まで、３台を超える場合は総価額が３０万
円程度以下のものに限り旅具通関を認めて
いる。（これを超えた場合には一般の輸出手
続が必要）
しかし、旅客等が携帯して輸出する自動車
については、他の旅具通関とは異なり口頭
申告を認めず、「輸出・輸入託送品（携帯品・
別送品）申告書」２通を提出することにより申
告させ、輸出を許可したときには１通を許可
書として申告者に交付している。

ｃ －

　税関における盗難自動車の水際取締策
は、平成１３年２月以降、各種対策を講じて
いるが、税関に申告された中古自動車につ
いては、一般の輸出通関、旅具通関を問わ
ず、抹消登録証明書等による厳正な審査、
警察・国交省への照会、税関又は官民合同
プロジェクトメンバーである港湾施設利用組
合・検数協会等による現品確認が行われて
おり、その結果、平成１５年１０月末現在で１
５５台（昨年同期比、約３割増）の盗難自動
車を発見・摘発している。
　また、平成１４年７月に公布された道路運
送車両法の一部改正法により、中古自動車
を輸出しようとする者は、輸出抹消仮登録証
明書原本の提示が義務付けられるなど、一
層の対策強化が図られることとされており、
現在、国土交通省との間で当該証明書に係
る確認方法等について鋭意検討を進めてい
るところである。
　一方、旅具通関の対象台数を制限した場
合、一般の輸出通関への移行が想定される
が、両者を比較した場合、税関における審
査・検査の内容については異なるところはな
く、当該措置によって盗難自動車の不正輸
出の取締り上の実効性は変わらないと考え
る。
　税関においては引き続き、関係省庁との連
携を図りつつ無許可輸出も含めた水際取締
りの強化を図っていく。

5033 5033037 社団法人日本損害保
険協会 11

盗難自動車の海外不正流出
防止のための旅具通関対象
の制限

貿易管理令改正基本通達改正（旅具通関制
度の廃止ないしは台数削減）

z0700023
盗難自動車の海外不正流出
に対する水際阻止対策の推
進

関税法第67条、
同法施行令第58条、
同法基本通達67-2-7、67-2-
8

税関においては、国際組織犯罪等対策推進
本部の下、関係省庁と民間団体による官民
合同プロジェクトチームに参画し、盗難自動
車の不正輸出防止対策に取り組んでいると
ころである。

ｃ －

　税関では、盗難自動車の不正輸出策とし
て、警察や国交省との間において盗難自動
車や自動車登録情報に係る情報交換の実
施、コンテナ大型Ｘ線検査装置の配備・有効
活用、抹消登録証明書等による厳正な審
査・検査の実施等について取り組んでいると
ころであり、その結果、平成１５年１０月末現
在で１５５台（昨年同期比、約３割増）の盗難
自動車を発見・摘発している。
　なお、旅具通関制度の見直し等通関面で
の対応策として、自動車に係る旅具通関の
対象台数を制限して欲しいとの要望もある。
当該措置を講じた場合、一般の輸出通関へ
の移行が想定されるが、両者を比較した場
合、税関における審査・検査の内容について
は異なるところはなく、当該措置によって盗
難自動車の不正輸出の取締り上の実効性
は変わらないと考える。
　税関においては引き続き、関係省庁との連
携を図りつつ無許可輸出も含めた水際取締
りの強化を図っていく。

5021 5021216 社団法人日本経済団
体連合会 11

盗難自動車の海外不正流出
に対する水際阻止対策の推
進

　盗難自動車対策については、政府の国際
組織犯罪等対策推進本部の下、関係省庁と
民間団体による官民合同プロジェクトチーム
が発足し、盗難自動車の海外不正流出に対
する水際阻止の対策が取られつつある。こう
した対策を実効あるものとするためには、法
整備やイモビライザーの普及促進、ＩＴ技術
の活用、旅具通関制度の見直し等通関面で
の対応策の検討、関係省庁間における情報
共有化など、更に総合的な対策が不可欠で
ある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 15 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700021 Ｕ申告利用の拡大

z0700022
盗難自動車の海外不正流出
防止のための旅具通関対象
の制限

z0700023
盗難自動車の海外不正流出
に対する水際阻止対策の推
進

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071098 米国 11 Ｕ申告利用の拡大
保税輸送により東京航空ターミナル（ＴＡＣＴ）
以外の保税倉庫へ輸送される貨物に関して
「Ｕ申告制度」が適応されることを求める。

財務省

5033 5033037 社団法人日本損害保
険協会 11

盗難自動車の海外不正流出
防止のための旅具通関対象
の制限

貿易管理令改正基本通達改正（旅具通関制
度の廃止ないしは台数削減）

盗難車の多くは海外へ不正輸出されている
と考えられており、改正により盗難保険金が
削減する可能性がある。（定量的評価は困
難ではあるが）ある社の例では、盗難車両保
険金（全損）は９０億円であり、仮に１％削減
された場合は9000万円の効果となる。

自動車３台を船員旅具とすることは不自然で
あり盗難車の不正輸出の温床になっている
との疑念あり。買い付けのための機構も多
く、船員相手の個人販売業者も存在してい
る。

輸出貿易管理令関税法基本
通達６７－２－７、同通達６７
－２－２

財務省

5021 5021216 社団法人日本経済団
体連合会 11

盗難自動車の海外不正流出
に対する水際阻止対策の推
進

　盗難自動車対策については、政府の国際
組織犯罪等対策推進本部の下、関係省庁と
民間団体による官民合同プロジェクトチーム
が発足し、盗難自動車の海外不正流出に対
する水際阻止の対策が取られつつある。こう
した対策を実効あるものとするためには、法
整備やイモビライザーの普及促進、ＩＴ技術
の活用、旅具通関制度の見直し等通関面で
の対応策の検討、関係省庁間における情報
共有化など、更に総合的な対策が不可欠で
ある。

①2002年（暦年）の自動車盗難件数は
62,000件を数え（97年比1.8倍）、ここ２年続け
て60,000件を超えて高止まりの傾向を示して
いる。また、2003年に入ってからは更に増加
傾向を示しており、１月～８月で43,334件（対
前年同期比＋6.3％）と、このままのペースで
は年間66,000件に上り過去最悪の盗難件数
となる見込みである。また、自動車盗難に関
する支払保険金額でみると、2002年度は約
582億円（97年度比約3.1倍）にも達し、深刻
な社会問題となっている。
②自動車盗難件数の減少による社会的コス
トの低減に繋がる。

財務省
経済産業省
国土交通省
警察庁

　近年急増している自動車盗難は、専門的
かつ組織的な犯罪集団による盗難車の海外
売却を狙ったものが多い。防犯や盗難防止
装置（イモビライザー等）の普及などを通じた
盗難自体の防止が必要であるが、その効果
には限界がある。
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コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700024 店頭小売販売に係る酒販免
許の条件の緩和

酒税法第11条
　大型店舗酒類小売業免許には、「店頭小
売販売に限るものとし、不当な価格表示をし
たチラシ等による広告販売は行わない。」旨
の条件を付している。

ｅ －

「店頭小売販売に限る」旨の条件では、販売
業者等が消費者宅等を往訪し注文をとる所
謂「御用聞き」は行えないが、販売場周辺の
消費者等から電話等により注文を受け、又
は消費者宅等へ配達を行うことは制約され
ていない。

5015 5015013 日本チェーンストア協
会 11

酒税法関連
通信販売酒類小売業免許に
条件緩和及び既存免許の販
売条件の緩和

・通信販売酒類小売業免許に条件緩和及び
既存免許の販売条件の緩和
①通信販売免許の取扱い酒類の範囲拡大
②既存免許付与条件としての「店頭小売販
売に限る」等の条件の緩和

z0700024

店頭小売販売に係る酒販免
許の条件の緩和（一般酒類
小売業者などによるインター
ネット上での酒類販売の容
認）

酒税法第11条

・一般酒類小売業免許には、「通信販売を除
く小売販売に限る」旨、大型店舗酒類販売免
許には、「店頭小売販売に限るものとし、不
当な価格表示をしたチラシなどによる広告販
売は行わない」旨の条件を付している。
・通信販売の特殊性から通信販売酒類小売
業免許は、酒類の需給関係に与える影響を
考慮し、販売できる酒類の範囲について一
般の酒販店で通常購入することができない
地酒、輸入酒などに限定している。

ｅ
ｂ

－
Ⅳ

・一般酒類小売業免許又は大型店舗酒類小
売業免許を受けている酒類販売業者は、販
売場周辺の消費者を対象とした通信販売を
行うことが可能。また、「通信販売を除く」旨
等の免許条件については、申立てにより、通
信販売小売業免許の範囲内で緩和を受ける
ことが可能。
・「小売販売に限る。」旨のみの免許条件を
付されている酒類販売業者は、新たに通信
販売酒類小売業免許を受けることなく、現
在、免許のある販売場において通信販売を
行うことが可能。なお、この場合、販売対象
地域や販売する酒類の範囲についての制限
はない。
・通信販売酒類小売業免許の取扱酒類の範
囲については、今後、酒類販売業免許制度
の在り方の中で検討。

国税庁ＨＰの「お酒についてのＱ＆Ａ」のＱ13
及びＱ14を参照されたい。
http://www.nta.go.jp/category/sake/01/qan
da/01.htm

5021 5021077 社団法人日本経済団
体連合会 11

一般酒類小売業者などによ
るインターネット上での酒類
販売の容認

　一般酒類小売業免許や、大型店舗酒類小
売業免許を保持している事業者には、免許
条件を緩和し通信販売を可能とするととも
に、一般酒類小売業免許（全種免許）を保持
している事業者で「小売販売に限る」のみの
免許条件が付されている場合においても通
信販売が行えることを明確にすべきである。
　また、通信販売酒類小売業免許では、需
給調整規制を廃止し、現行の品目制限を撤
廃すべきである。
　なお、酒類の通信販売要件として事業者
は、現在、通信販売免許に付されている「販
売対象者を○○に限る」「未成年者の飲酒
は禁止されている旨表示する」等の措置を
徹底するとともに、年齢確認の徹底（成年者
のみの会員制、ＩＣカードを用いた厳密な本
人認証）等の未成年者飲酒防止手段を講じ
るものとする。

z0700025 酒類の販売に係る人的要件
の見直し

酒税法第10条第10号

　一般酒類小売業免許の要件として、申請
者は、経験その他から判断し、適正に酒類
の小売業を経営するに十分な知識及び能力
を有すると認められることが必要とされてい
る。この要件を満たす者として、「酒類の販
売業の業務に直接従事した期間が引き続き
３年以上である者、調味食品等の販売業を３
年以上継続して経営している者」等を例示し
ている。

ｅ －

　酒類販売業等の従事経験や調味食品等
の経営経験は、適正に酒類の小売業を経営
するに十分な知識及び能力を有するかどう
かのひとつの目安である。
　なお、これらの経営経験等がない場合に
は、その他の業での経営経験に加え、「酒類
販売管理研修」の受講の有無等から、酒類
の小売業を経営するに十分な知識及び能力
が備わっているかどうかを実質的に審査して
いる。

国税庁ＨＰの「お酒についてのＱ＆Ａ」のＱ８
を参照されたい。
http://www.nta.go.jp/category/sake/01/qan
da/01.htm

5021 5021078 社団法人日本経済団
体連合会 11 酒類の販売に係る人的要件

の見直し

　人的要件の経歴･経営能力については、要
実務経験年数を短縮するとともに、実務経
験にかえて講習会などの受講（たとえば、
チェーン店加盟時には本部が加盟店経営者
への講習を実施しているが、必要であれば
当局の指定する講習項目をこれに加える
等）で可能とする等の運用緩和を要望する。

z0700026 通信販売に係る酒販免許の
条件緩和

酒税法第11条

　通信販売の特殊性から通信販売酒類小売
業免許は、酒類の需給関係に与える影響を
考慮し、販売できる酒類の範囲について一
般の酒販店で通常購入することができない
地酒、輸入酒などに限定している。

ｂ Ⅳ
　通信販売酒類小売業免許の取扱酒類の
範囲については、今後、酒類販売業免許制
度の在り方の中で検討。

5015 5015013 日本チェーンストア協
会 21

酒税法関連
通信販売酒類小売業免許に
条件緩和及び既存免許の販
売条件の緩和

・通信販売酒類小売業免許に条件緩和及び
既存免許の販売条件の緩和
①通信販売免許の取扱い酒類の範囲拡大
②既存免許付与条件としての「店頭小売販
売に限る」等の条件の緩和

z0700027

酒類小売業者の経営の改善
等に関する緊急措置法に係
る経営改善計画の透明性・公
平性の確保

酒類小売業者の経営の改善
等に関する緊急措置法

  酒類小売業者の経営の改善等に関する緊
急措置法は、緊急調整地域の指定要件の
一つとして、経営改善計画の提出要件を定
め、また、経営改善計画の円滑な実施に資
するため、国が必要な措置を構ずるものとさ
れている。

ａ Ⅳ

・酒類小売業者の経営の改善等に関する緊
急措置法の施行以降、経営改善計画の提
出を希望する酒類小売業者に対しては、各
税務署において相談に応じてきたところであ
る。また、提出された計画については、法令
で定める事項が適切に記載されているかど
うか等を適正に審査・判定してきているとこ
ろである。
・「経営改善計画」の実施にあたっては、提
出した酒類小売業者が自主的に計画の進
捗状況を点検・評価し、経営の改善につなげ
ていくべきものと考えている。
  今後、経営改善計画の円滑な実施を支援
する観点から、酒類小売業者の計画の進捗
状況を把握するとともに、適切な指導等を
行っていくこととしている。

5015 5015014 日本チェーンストア協
会 11

酒類小売業者の経営の改善
等に関する緊急措置法に係
る経営改善計画の透明性・公
平性の確保

・緊急調整地域における酒類小売業免許の
付与の制限等に係る経営改善計画の透明
性・公平性の確保

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 17 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700024 店頭小売販売に係る酒販免
許の条件の緩和

z0700024

店頭小売販売に係る酒販免
許の条件の緩和（一般酒類
小売業者などによるインター
ネット上での酒類販売の容
認）

z0700025 酒類の販売に係る人的要件
の見直し

z0700026 通信販売に係る酒販免許の
条件緩和

z0700027

酒類小売業者の経営の改善
等に関する緊急措置法に係
る経営改善計画の透明性・公
平性の確保

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5015 5015013 日本チェーンストア協
会 11

酒税法関連
通信販売酒類小売業免許に
条件緩和及び既存免許の販
売条件の緩和

・通信販売酒類小売業免許に条件緩和及び
既存免許の販売条件の緩和
①通信販売免許の取扱い酒類の範囲拡大
②既存免許付与条件としての「店頭小売販
売に限る」等の条件の緩和

①ＩＴ革命の中で、インターネット等の情報関
連技術の進歩、普及や物流網の飛躍的な発
展によりネットビジネスが拡大されている。
ネットビジネスでの酒類販売に対する生活者
ニーズに応えることができる。
②既存免許において条件が緩和されれば、
高齢者等来店困難な生活者からの電話等
による注文、配達が可能となる。

①現在の通信販売免許では国内及び海外
の小規模製造業者の製造する酒類しか扱う
ことができない。製造業者販売数量1,000kl
未満または種類によって100kl程度と希少な
（通常店頭で購入できない）商品しか扱えな
いため、通信販売での販売が実質的にでき
ない。
②既存免許には、「店頭小売販売に限る」と
の条件が付されているため、事業者の創意
工夫による販売が制約され、また、来店の困
難な生活者への不便が生じている。

・酒税法 財務省

5021 5021077 社団法人日本経済団
体連合会 11

一般酒類小売業者などによ
るインターネット上での酒類
販売の容認

　一般酒類小売業免許や、大型店舗酒類小
売業免許を保持している事業者には、免許
条件を緩和し通信販売を可能とするととも
に、一般酒類小売業免許（全種免許）を保持
している事業者で「小売販売に限る」のみの
免許条件が付されている場合においても通
信販売が行えることを明確にすべきである。
　また、通信販売酒類小売業免許では、需
給調整規制を廃止し、現行の品目制限を撤
廃すべきである。
　なお、酒類の通信販売要件として事業者
は、現在、通信販売免許に付されている「販
売対象者を○○に限る」「未成年者の飲酒
は禁止されている旨表示する」等の措置を
徹底するとともに、年齢確認の徹底（成年者
のみの会員制、ＩＣカードを用いた厳密な本
人認証）等の未成年者飲酒防止手段を講じ
るものとする。

　電子商取引の推進が求められる中、コンテ
ンツ拡大の一環としてネット上での酒類販売
を可能とし、消費者利便の向上を図るべきで
ある。
　『各府省における規制改革に関する内外
からの意見・要望などに係る対応状況』（平
成15年５月）では、本件に関して「規制緩和
推進３か年計画」に則った一般酒類小売業
免許の規制緩和後における酒販免許制度
全体のあり方等について検討しているところ
であり、この中で通信販売酒類小売業免許
の特例的措置についても検討している、と回
答していることから、検討の状況や対応に向
けたスケジュールなどについても公表された
い。

酒税法第９条、第11条
酒税法及び酒類行政関連法
令等解釈通達の制定につい
て（平成11年６月25日）

財務省

　一般酒類小売業免許や大型店舗酒類小
売業免許等には、販売方法等に条件が付さ
れている（一般酒類小売業免許には「通信
販売を除く小売販売に限る」、大型店舗酒類
販売免許には「店頭小売販売に限るものと
し、不当な価格表示をしたチラシなどによる
広告販売は行わない」旨の条件が付されて
いる）。
　一方、特殊酒類小売業免許のひとつであ
る通信販売酒類小売業免許については、酒
類販売業免許等取扱要領において、需給調
整要件として、取扱可能な酒類が一般店で
通常購入が困難な地酒（吟醸酒などの清酒
で前年会計年度における課税移出数量が
100ｋｌ未満の銘柄のもの）や輸入酒（前会計
年度における課税移出数量が100ｋｌ未満の
銘柄のもの）に限られている。

5021 5021078 社団法人日本経済団
体連合会 11 酒類の販売に係る人的要件

の見直し

　人的要件の経歴･経営能力については、要
実務経験年数を短縮するとともに、実務経
験にかえて講習会などの受講（たとえば、
チェーン店加盟時には本部が加盟店経営者
への講習を実施しているが、必要であれば
当局の指定する講習項目をこれに加える
等）で可能とする等の運用緩和を要望する。

　フランチャイズチェーンのような「酒類に関
する知識及び記帳能力等」について十分な
アドバイスを受けられ、且つその精査ができ
るシステムが整っているのならば、必ずしも
申請者自身に「３年以上」といった時間的制
限は必要ない。

酒税法
酒税の保全及び酒類業組合
に関する法律施行規則

財務省

　酒税法において、免許の申請者には「酒類
に関する知識及び記帳能力等」が必要であ
るとし、「酒類の製造業若しくは販売業の業
務に引き続き３年以上直接従事した者、調
味食品等の販売業を３年以上継続して営業
している者又はこれらの業務に従事した期
間が相互に通算して３年以上」または「酒類
業団体の役職員として相当期間継続して勤
務した者又は酒類の製造業若しくは販売業
の経営者として直接従事した者等」のような
時間的な制限をかけ、且つ、これらの者又は
これらの者が主体となって組織する法人で
あることが要件として掲げられている。

5015 5015013 日本チェーンストア協
会 21

酒税法関連
通信販売酒類小売業免許に
条件緩和及び既存免許の販
売条件の緩和

・通信販売酒類小売業免許に条件緩和及び
既存免許の販売条件の緩和
①通信販売免許の取扱い酒類の範囲拡大
②既存免許付与条件としての「店頭小売販
売に限る」等の条件の緩和

①ＩＴ革命の中で、インターネット等の情報関
連技術の進歩、普及や物流網の飛躍的な発
展によりネットビジネスが拡大されている。
ネットビジネスでの酒類販売に対する生活者
ニーズに応えることができる。
②既存免許において条件が緩和されれば、
高齢者等来店困難な生活者からの電話等
による注文、配達が可能となる。

①現在の通信販売免許では国内及び海外
の小規模製造業者の製造する酒類しか扱う
ことができない。製造業者販売数量1,000kl
未満または種類によって100kl程度と希少な
（通常店頭で購入できない）商品しか扱えな
いため、通信販売での販売が実質的にでき
ない。
②既存免許には、「店頭小売販売に限る」と
の条件が付されているため、事業者の創意
工夫による販売が制約され、また、来店の困
難な生活者への不便が生じている。

・酒税法 財務省

5015 5015014 日本チェーンストア協
会 11

酒類小売業者の経営の改善
等に関する緊急措置法に係
る経営改善計画の透明性・公
平性の確保

・緊急調整地域における酒類小売業免許の
付与の制限等に係る経営改善計画の透明
性・公平性の確保

・自由主義経済においては、先ず、生活者の
利便を最大限確保する観点から所要の措置
を講じていくことが大事である。そのために
は、公明正大な競争原理の基で、企業の自
由な事業活動確保のための規制緩和を図る
ことが必要であり、その結果、我が国経済社
会を活性化させ得るものと考える。従って、
当局は制度を運用する上で、透明性・公平
性の確保は勿論のこと、酒類小売業者の経
営改善計画の進捗を定期的に把握し評価す
るとともに、適切な指導を行い、地域生活者
の利便へのニーズに応えられるよう地域指
定解除の円滑な推進に努めていただき必要
がある。

緊急措置法（Ｈ15.7.7）に基づき、平成１５免
許年度において、全国小売販売地域3,383地
域のうち、922地域（約3割）が免許付与及び
他の地域からの移転が制限される「緊急調
整地域」に指定された。しかし、この地域の
約7割が指定要件に係る中間公表時点にお
いて「経営改善計画書の提出」が全くされて
いなかった「ゼロ地域」であり、その提出プロ
セスに疑問がある。また、このように多くの需
給調整地域を指定することは、他方で政府
が構造改革特別区域法（H.15.4.1施行）に基
づき進めている規制改革にも違背する措置
であると考えられ、さらには、企業の活力あ
る自由な事業活動や生活者利便を阻害しか
ねないものになると考える。

・酒類小売業者の経営の改
善等に関する緊急措置法 財務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 18 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700028 製造たばこ小売業許可にお
ける基準の明確化

たばこ事業法第22条
たばこ事業法施行規則に基
づき財務大臣が定める事項
別表二
製造たばこ小売販売業許可
等取扱要領第４章第二
製造たばこ小売販売業許可
等事務処理規程第９条、11条

　環境区分の認定方法は、大臣告示及び関
係通達で許可の申請ごとに予定営業所の周
辺の環境区分を認定することとしており、認
定状況の開示は行っていない。

ｂ Ⅳ

現在、新規に許可をする場合、各財務局の
ホームページ等において許可者氏名及び営
業所所在地を公表している。今後は、申請
予定者が申請を行うか否かの判断に資する
ため、当該許可に係る環境区分の認定状況
について併せて公表することを平成16年度
中に検討し実施する。

5021 5021075 社団法人日本経済団
体連合会 11 たばこ小売販売業における認

可基準の明確化

①各財務局は製造たばこ小売販売業許可
等事務処理規程に定められた環境区分の
認定状況を開示すべきである。
②許可申請における調査について、東北、
中国、九州の各財務局管内では、新築店舗
の申請に係る調査のタイミングが遅れる
ケースが散見されるため、可能な限り早期
の段階（図面段階）から調査を行うよう努め
るべきである。

z0700029 製造たばこの小売販売に係
る規制の見直し

たばこ事業法第22条、第23条
たばこ事業法施行規則第20
条第二号
たばこ事業法施行規則に基
づき財務大臣が定める事項
１、２
製造たばこ小売販売業許可
等取扱要領第２章第一１
(2)②

・製造たばこの小売販売業を行う場合には、
法令により、営業所ごとに財務大臣の許可
を受けなければならず（法第22条）、距離基
準については、法令により、予定営業所と最
寄の営業所との距離が、予定営業所の所在
地の区分ごとに、25mから300mまでの範囲
内で財務大臣が定める距離に達しない場合
は許可しないこととしている（法第23条、法施
行規則第20条等）｡

ｃ －

・零細小売販売業者への影響及び未成年者
の喫煙防止という社会的要請を考慮して、距
離基準を撤廃することは当面考えていない。
・財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題
に関する中間報告（平成14年10月10日）」に
おいて、「許可制、定価制については、未成
年者喫煙防止等の社会的要請や不正取引
防止の観点からも一定の役割を果たしてお
り、枠組条約案（WHOたばこ規制枠組条約
案）においても同様の考え方が示されている
ことから、現時点で規制緩和の観点から議
論を進める状況に至っていないと考える。」と
されている。

・自動販売機については、その設置場所が、
未成年者喫煙防止の観点から、十分に管
理、監督が期し難いと認められる場合には、
たばこの小売販売業の許可を行わないこと
としている。　　　　　　　　　　　　　　　　・また、
財務局等において、既存のたばこ小売店が
設置している自動販売機について調査を行
い、未成年者の喫煙防止の観点から不適当
と認められる場合は、設置場所の是正等の
指導を行っている。

5007 5007001 中村敏男（個人） 11 たばこ小売販売に係る距離
基準の撤廃

対面販売でのたばこ小売販売に係る距離基
準を撤廃する。

z0700029 製造たばこの小売販売に係
る規制の見直し たばこ事業法第33条、第34条

　たばこの小売価格については、JT及びた
ばこ輸入業者において、品目ごとに一の定
価を定めて財務大臣の認可を受けなければ
ならず（法第33条）、また、たばこ小売販売業
者は、上記認可を受けた小売定価で販売し
なければならない（法第36条）とされている。

ｃ －

・小売定価の自由化を行った場合には、廉
売が行われることが想定され、この場合には
零細小売業者の経営を圧迫することとなり
かねず、小売価格の自由化は当面考えてい
ない。
・また、未成年者喫煙防止の観点から、廉売
により未成年者がたばこを入手しやすくなる
ような状態は、不適当と考える。
・財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題
に関する中間報告（平成14年10月10日）」に
おいて、「許可制、定価制については、未成
年者喫煙防止等の社会的要請や不正取引
防止の観点からも一定の役割を果たしてお
り、枠組条約案（WHOたばこ規制枠組条約
案）においても同様の考え方が示されている
ことから、現時点で規制緩和の観点から議
論を進める状況に至っていないと考える。」と
されている。

ＷＨＯたばこ規制枠組条約では第６条第１項
「価格及び税に関する措置が様々な人々、
特に年少者のたばこの消費を減少させるこ
との効果的及び重要な手段であることを認
識する」（仮訳）と規定されていることからも、
年少者が入手しやすくなる可能性のある小
売価格の自由化は適切ではない。

5015 5015015 日本チェーンストア協
会 11

たばこ事業法関連
①小売販売免許の許可書発
行までの期間短縮
②小売価格の自由化

・たばこの小売販売について
①小売販売免許の許可書発行までの期間
短縮
②小売価格の自由化

z0700029 製造たばこの小売販売に係
る規制の見直し

たばこ事業法第22条、第23
条、第33条、第34条
たばこ事業法施行規則第20
条、21条、22条
たばこ事業法施行規則に基
づき財務大臣が定める事項
製造たばこ小売販売業許可
等取扱要領第２章第一１、２、
３

・たばこの小売価格については、ＪＴ及びた
ばこ輸入業者において、品目ごとに一の定
価を定めて財務大臣の認可を受けなければ
ならず（法第33条）、また、たばこ小売販売業
者は、上記認可を受けた小売定価で販売し
なければならない（法第36条）とされている。
・製造たばこの小売販売業を行う場合には、
法令により、営業所ごとに財務大臣の許可
を受けなければならず（法第22条）、距離基
準については、法令により、予定営業所と最
寄の営業所との距離が、予定営業所の所在
地の区分ごとに、25mから300mまでの範囲
内で財務大臣が定める距離に達しない場合
は許可しないこととしている（法第23条、法施
行規則第20条等）｡

ｃ －

・零細小売販売業者への影響及び未成年者
の喫煙防止という社会的要請を考慮して、小
売定価の自由化及び距離基準の撤廃は当
面考えていない。
・また、未成年者喫煙防止の観点から、廉売
により未成年者がたばこを入手しやすくなる
ような状態は、不適当と考える。
・なお財政制度等審議会の「喫煙と健康の
問題に関する中間報告（平成14年10月10
日）」において、「許可制、定価制について
は、未成年者喫煙防止等の社会的要請や
不正取引防止の観点からも一定の役割を果
たしており、枠組条約案（WHOたばこ規制枠
組条約案）においても同様の考え方が示さ
れていることから、現時点で規制緩和の観
点から議論を進める状況に至っていないと
考える。」とされている。

ＷＨＯたばこ規制枠組条約では第６条第１項
「価格及び税に関する措置が様々な人々、
特に年少者のたばこの消費を減少させるこ
との効果的及び重要な手段であることを認
識する」（仮訳）と規定されていることからも、
年少者が入手しやすくなる可能性のある小
売価格の自由化は適切ではない。

5021 5021074 社団法人日本経済団
体連合会 11

たばこの小売価格の自由化
と小売販売における需給調
整規制の廃止

　製造たばこの小売定価制を早期に廃止す
べきである。
　また、需給調整規制については、本年９月
に完了した酒類の小売販売の自由化と同様
に、スケジュールを明確に定めた上で、早期
かつ段階的に廃止すべきである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 19 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700028 製造たばこ小売業許可にお
ける基準の明確化

z0700029 製造たばこの小売販売に係
る規制の見直し

z0700029 製造たばこの小売販売に係
る規制の見直し

z0700029 製造たばこの小売販売に係
る規制の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021075 社団法人日本経済団
体連合会 11 たばこ小売販売業における認

可基準の明確化

①各財務局は製造たばこ小売販売業許可
等事務処理規程に定められた環境区分の
認定状況を開示すべきである。
②許可申請における調査について、東北、
中国、九州の各財務局管内では、新築店舗
の申請に係る調査のタイミングが遅れる
ケースが散見されるため、可能な限り早期
の段階（図面段階）から調査を行うよう努め
るべきである。

①コンビニエンスストア等の出店を計画する
段階で認可の可否についての予見可能性を
高めることができる。
②「各府省等における規制改革に関する内
外からの意見・要望等に係る対応状況」（平
成15年５月）では、（イ）公平性の観点から申
請順に調査を行っている、（ロ）主に既設小
売店との距離の計測や当該既設店の営業
又は休廃止の状況等の確認が行えればよ
い、との観点から調査タイミングを統一する
必要性はないという財務省の見解が示され
ている。しかし、左記の特定地域のみ申請が
集中している状況にはなく、これらの地域に
おける調査が他の地域と比較して時間を要
するとは考え難いため、早期に事態の改善
を求めたい。

たばこ事業法第22条
製造たばこ小売販売業許可
等取扱要領第４章第二
製造たばこ小売販売業許可
等事務処理規程第９条、第10
条

財務省

　製造たばこの小売販売業を行う場合には、
営業所ごとに財務大臣の許可を受けなけれ
ばならない。許可にあたっては、既存のたば
こ小売店との距離が不足している、或いはた
ばこの取扱予定高が標準本数に達しない
等、法令で定められた不許可事由に該当す
る場合には許可をしないこととされている。

5007 5007001 中村敏男（個人） 11 たばこ小売販売に係る距離
基準の撤廃

対面販売でのたばこ小売販売に係る距離基
準を撤廃する。

いわゆる需給調整規制は撤廃される方向に
あり、たばこの小売に関しても同様の規制緩
和が図られるべきである。これにより各種小
売店の取扱可能品目にたばこが加わること
により、小売店販売の活性化による経済活
性化が期待できるものと考える。
また、「たばこ規制枠組み条約」等の流れの
中で、未成年者喫煙の防止を図る観点から
は、距離基準の撤廃による対面販売の充実
（半面でたばこの自動販売機による販売の
規制）は有効と考えられる。

・たばこ事業法第22条、第23
条 財務省

5015 5015015 日本チェーンストア協
会 11

たばこ事業法関連
①小売販売免許の許可書発
行までの期間短縮
②小売価格の自由化

・たばこの小売販売について
①小売販売免許の許可書発行までの期間
短縮
②小売価格の自由化

①生活者の利便性を確保するために、審査
期間の短縮をしていただき、営業開始時より
たばこを取扱うことができる。
②生活者利便を向上するために、販売価格
を自由化することにより、たばこの割引販売
が可能となる。

①許可書発行まで４ヶ月も要すると新規店
舗での営業開始時からの取扱いが困難な店
舗もあり、生活者の利便性を欠くことになっ
ている。現状は、ＪＴに申請書を提出し調査
を実施後、ＪＴから財務局へ引き継がれるま
での間に約１ヶ月程度要しており、財務局で
の審査期間が処理人員の不足と思われる
が、３ヶ月を要している。
②製造たばこの販売価格は許可制になって
いることから、一括販促時においても割引販
売することができない。

・たばこ事業法 財務省

5021 5021074 社団法人日本経済団
体連合会 11

たばこの小売価格の自由化
と小売販売における需給調
整規制の廃止

　製造たばこの小売定価制を早期に廃止す
べきである。
　また、需給調整規制については、本年９月
に完了した酒類の小売販売の自由化と同様
に、スケジュールを明確に定めた上で、早期
かつ段階的に廃止すべきである。

　小売定価制は、昭和60年の専売制廃止に
伴う零細小売店への激変緩和措置として、
「当分の間」設けられたものであるが、制度
導入後20年近くが経過していることに加え、
消費者利益を大きく損なっていることに留意
すべきである。
　既に大半の参入規制は、「需給調整規制
は撤廃の方向で見直す」という規制緩和推
進計画等の基本方針を受けて撤廃されてい
るが、たばこの小売販売業に関する需給調
整規制の抜本的な見直しについては、中長
期的に検討するとされたまま、大きな進展が
みられていない。
　本件に関して財務省は、未成年者の喫煙
防止という社会的要請及び社会的弱者の自
立支援の必要性等の観点から、中長期的に
その検討の在り方を検討するとしているが、
このような政策目的を達成する手段として需
給調整規制を用いるのは適当ではない。

たばこ事業法第22条、23条 財務省

　たばこの小売価格については、品目ごとに
一の価格を定めて財務大臣の許可を受けね
ばならず、たばこ小売業者は認可を受けた
小売価格で販売しなければならないとされて
いる。
　また、製造たばこの小売販売業を行う場合
には、営業所ごとに財務大臣の許可を受け
る必要があり、その際、人的要件の他、距離
基準等の需給調整規制が設けられている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 20 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700029 製造たばこの小売販売に係
る規制の見直し

たばこ事業法第22条、第23条
たばこ事業法施行規則第20
条第二号
たばこ事業法施行規則に基
づき財務大臣が定める事項
１、２
製造たばこ小売販売業許可
等取扱要領第２章第一１
(2)②

・製造たばこの小売販売業を行う場合には、
法令により、営業所ごとに財務大臣の許可
を受けなければならず（法第22条）、距離基
準については、法令により、予定営業所と最
寄の営業所との距離が、予定営業所の所在
地の区分ごとに、25mから300mまでの範囲
内で財務大臣が定める距離に達しない場合
は許可しないこととしている（法第23条、法施
行規則第20条等）｡

ｃ －

・零細小売販売業者への影響及び未成年者
の喫煙防止という社会的要請を考慮して、距
離基準を撤廃することは当面考えていない。
・財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題
に関する中間報告（平成14年10月10日）」に
おいて、「許可制、定価制については、未成
年者喫煙防止等の社会的要請や不正取引
防止の観点からも一定の役割を果たしてお
り、枠組条約案（WHOたばこ規制枠組条約
案）においても同様の考え方が示されている
ことから、現時点で規制緩和の観点から議
論を進める状況に至っていないと考える。」と
されている。

5070 5070001 有限会社ソルクオート 11 タバコ販売の距離制限緩和

タバコ店の営業時間がＡＭ９時からＰＭ９時
までのため、コンビニの２４時間営業の利点
を生かし、タバコの販売を許可して頂きた
い。同時に、未成年者の販売に対し、自動販
売機での販売を禁止する意味も含め、対人
販売を原則とし、自動販売機を撤廃して頂き
たい。

z0700030 たばこ自動販売機に係る規
制の見直し

たばこ事業法第22条、第23条
たばこ事業法施行規則第20
条第三号
製造たばこ小売販売業許可
等取扱要領第２章第一１
(2)③、第四２(1)①

　製造たばこの小売販売業を行う場合には、
法令により、営業所ごとに財務大臣の許可
を受けなければならない（法第22条）が、自
動販売機の設置場所が、未成年者喫煙防
止の観点から十分に管理、監督が期し難い
と認められる場所である場合には許可をしな
いこととしている（法第23条、法施行規則第
20条等）。

ｃ －

・自動販売機を撤廃し、対人販売に限定する
ことは、かえって規制強化となる。
・なお、自動販売機については、その設置場
所が、未成年者喫煙防止の観点から、十分
に管理、監督が期し難いと認められる場合
には、たばこの小売販売業の許可を行わな
いこととしている。

財務局等において、既存のたばこ小売店が
設置している自動販売機について調査を行
い、未成年者の喫煙防止の観点から不適当
と認められる場合は、設置場所の是正等の
指導を行っている。

5070 5070001 有限会社ソルクオート 21 タバコ販売の距離制限緩和

タバコ店の営業時間がＡＭ９時からＰＭ９時
までのため、コンビニの２４時間営業の利点
を生かし、タバコの販売を許可して頂きた
い。同時に、未成年者の販売に対し、自動販
売機での販売を禁止する意味も含め、対人
販売を原則とし、自動販売機を撤廃して頂き
たい。

z0700031
製造たばこ小売販売業の許
可に係る標準処理期間の短
縮

製造たばこ小売販売業許可
等取扱要領第１章第三
製造たばこ小売販売業許可
等事務処理規程第28条

　製造たばこの小売販売業の許可申請につ
いては、行政手続法にいう標準処理期間と
して、日本たばこ産業株式会社が申請を受
理した日の属する月の末日から3ヶ月以内
に、財務局において処分をし、当該申請者に
通知するように努めている。

ａ Ⅳ

・処理期間については、「規制改革推進3か
年計画（再改定）」（平成15年3月28日閣議決
定）に基づき平成15年度中に見直しを行い、
許可事務の電子化を進めることにより、原則
として日本たばこ産業株式会社が申請を受
理した日の属する月の末日から2ヶ月以内に
処分をし、通知するよう努めることとする。

5015 5015015 日本チェーンストア協
会 21

たばこ事業法関連
①小売販売免許の許可書発
行までの期間短縮
②小売価格の自由化

・たばこの小売販売について
①小売販売免許の許可書発行までの期間
短縮
②小売価格の自由化

z0700031
製造たばこ小売販売業の許
可に係る標準処理期間の短
縮

製造たばこ小売販売業許可
等取扱要領第１章第三
製造たばこ小売販売業許可
等事務処理規程第28条

　製造たばこの小売販売業の許可申請につ
いては、行政手続法にいう標準処理期間と
して、日本たばこ産業株式会社が申請を受
理した日の属する月の末日から3ヶ月以内
に、財務局において処分をし、当該申請者に
通知するように努めている。

ａ Ⅳ

・処理期間については、「規制改革推進3か
年計画（再改定）」（平成15年3月28日閣議決
定）に基づき平成15年度中に見直しを行い、
許可事務の電子化を進めることにより、原則
として日本たばこ産業株式会社が申請を受
理した日の属する月の末日から2ヶ月以内に
処分をし、通知するよう努めることとする。

5021 5021075 社団法人日本経済団
体連合会 21 たばこ小売販売業における認

可基準の明確化

①各財務局は製造たばこ小売販売業許可
等事務処理規程に定められた環境区分の
認定状況を開示すべきである。
②許可申請における調査について、東北、
中国、九州の各財務局管内では、新築店舗
の申請に係る調査のタイミングが遅れる
ケースが散見されるため、可能な限り早期
の段階（図面段階）から調査を行うよう努め
るべきである。

z0700032 PFI事業における減価償却制
度の見直し

減価償却資産の耐用年数に
関する省令１条、　同別表 ｆ －

税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5021 5021097 社団法人日本経済団
体連合会 11 PFI事業における減価償却制

度の見直し【新規】
　建物・設備の耐用年数をＰＦＩ事業期間に応
じて変更できるよう認めるべきである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 21 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700029 製造たばこの小売販売に係
る規制の見直し

z0700030 たばこ自動販売機に係る規
制の見直し

z0700031
製造たばこ小売販売業の許
可に係る標準処理期間の短
縮

z0700031
製造たばこ小売販売業の許
可に係る標準処理期間の短
縮

z0700032 PFI事業における減価償却制
度の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5070 5070001 有限会社ソルクオート 11 タバコ販売の距離制限緩和

タバコ店の営業時間がＡＭ９時からＰＭ９時
までのため、コンビニの２４時間営業の利点
を生かし、タバコの販売を許可して頂きた
い。同時に、未成年者の販売に対し、自動販
売機での販売を禁止する意味も含め、対人
販売を原則とし、自動販売機を撤廃して頂き
たい。

コンビニ２４時間営業店でのたばこ販売を行
う。

隣りがたばこ店のためたばこの販売が認め
られず、ＰＭ９時以降のお客さまにたばこの
販売ができない状態である。

たばこ事業法第23条、第24条 財務省 特になし

5070 5070001 有限会社ソルクオート 21 タバコ販売の距離制限緩和

タバコ店の営業時間がＡＭ９時からＰＭ９時
までのため、コンビニの２４時間営業の利点
を生かし、タバコの販売を許可して頂きた
い。同時に、未成年者の販売に対し、自動販
売機での販売を禁止する意味も含め、対人
販売を原則とし、自動販売機を撤廃して頂き
たい。

コンビニ２４時間営業店でのたばこ販売を行
う。

隣りがたばこ店のためたばこの販売が認め
られず、ＰＭ９時以降のお客さまにたばこの
販売ができない状態である。

たばこ事業法第23条、第24条 財務省 特になし

5015 5015015 日本チェーンストア協
会 21

たばこ事業法関連
①小売販売免許の許可書発
行までの期間短縮
②小売価格の自由化

・たばこの小売販売について
①小売販売免許の許可書発行までの期間
短縮
②小売価格の自由化

①生活者の利便性を確保するために、審査
期間の短縮をしていただき、営業開始時より
たばこを取扱うことができる。
②生活者利便を向上するために、販売価格
を自由化することにより、たばこの割引販売
が可能となる。

①許可書発行まで４ヶ月も要すると新規店
舗での営業開始時からの取扱いが困難な店
舗もあり、生活者の利便性を欠くことになっ
ている。現状は、ＪＴに申請書を提出し調査
を実施後、ＪＴから財務局へ引き継がれるま
での間に約１ヶ月程度要しており、財務局で
の審査期間が処理人員の不足と思われる
が、３ヶ月を要している。
②製造たばこの販売価格は許可制になって
いることから、一括販促時においても割引販
売することができない。

・たばこ事業法 財務省

5021 5021075 社団法人日本経済団
体連合会 21 たばこ小売販売業における認

可基準の明確化

①各財務局は製造たばこ小売販売業許可
等事務処理規程に定められた環境区分の
認定状況を開示すべきである。
②許可申請における調査について、東北、
中国、九州の各財務局管内では、新築店舗
の申請に係る調査のタイミングが遅れる
ケースが散見されるため、可能な限り早期
の段階（図面段階）から調査を行うよう努め
るべきである。

①コンビニエンスストア等の出店を計画する
段階で認可の可否についての予見可能性を
高めることができる。
②「各府省等における規制改革に関する内
外からの意見・要望等に係る対応状況」（平
成15年５月）では、（イ）公平性の観点から申
請順に調査を行っている、（ロ）主に既設小
売店との距離の計測や当該既設店の営業
又は休廃止の状況等の確認が行えればよ
い、との観点から調査タイミングを統一する
必要性はないという財務省の見解が示され
ている。しかし、左記の特定地域のみ申請が
集中している状況にはなく、これらの地域に
おける調査が他の地域と比較して時間を要
するとは考え難いため、早期に事態の改善
を求めたい。

たばこ事業法第22条
製造たばこ小売販売業許可
等取扱要領第４章第二
製造たばこ小売販売業許可
等事務処理規程第９条、第10
条

財務省

　製造たばこの小売販売業を行う場合には、
営業所ごとに財務大臣の許可を受けなけれ
ばならない。許可にあたっては、既存のたば
こ小売店との距離が不足している、或いはた
ばこの取扱予定高が標準本数に達しない
等、法令で定められた不許可事由に該当す
る場合には許可をしないこととされている。

5021 5021097 社団法人日本経済団
体連合会 11 PFI事業における減価償却制

度の見直し【新規】
　建物・設備の耐用年数をＰＦＩ事業期間に応
じて変更できるよう認めるべきである。

　現状では、ＰＦＩ事業を実施する場合、事業
期間は15～30年間に設定されることがほと
んどであるが、建物の種類によっては耐用
年数30年超となり、PFI事業は建物の減価償
却を完了する前に事業期間終了となるた
め、事業期間終了時点で多額の残存帳簿価
額が発生する。事業期間終了時に建物を公
共部門に無償譲渡する場合、ＳＰＣは除却
損失として損金計上するために、ＳＰＣの安
定的経営を圧迫し、結果的にＶＦＭの最大化
を妨げる要因となる。PFI事業の事業期間終
了時に減価償却を完了することで、残存帳
簿価額を“０”にすることができ、PFIの推進、
ひいては公共部門全体における財政軽減負
担が可能と考える。

減価償却資産の耐用年数に
関する省令１条、　同別表 財務省

　建築物・設備等の耐用年数は｢減価償却資
産の耐用年数に関する省令｣で画一的に定
められており､PFI事業期間に応じて変更す
ることができない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 22 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700032

（上記の続き）

PFI事業における減価償却制
度の見直し

法人税法第63条
法人税法施行令第136条の３
法人税基本通達12の３－１－
１

「具体的規制改革要望内容」欄に記載されて
いる「売買とされるＰＦＩ事業について」は、法
令解釈通達ではなく、納税者向けの情報とし
てホームページに掲載している情報である。
　その内容は、一定の事実関係に基づき行
われるＰＦＩ事業について、その賃貸借の目
的となる資産の引渡しの時にその資産の売
買があったものとされるとともに（法令136の
３）、資産の所有者である民間事業者が延べ
払い基準の方法により経理したときは、法人
税法第63条（長期割賦販売等に係る収益及
び費用の帰属事業年度）の規定の適用があ
ることを明らかにしたものである。

ｅ －

「制度の現状」欄で記載したとおり、「売買と
されるＰＦＩ事業について」は、一定の事実関
係に基づく税法の適用関係を明らかにしたも
のであり、異なる事実関係に基づく税法の適
用関係については、別途照会されたい。

5021 5021097 社団法人日本経済団
体連合会 12

（上記の続き）

PFI事業における減価償却制
度の見直し【新規】

z0700033 税務書類等の電子保存範囲
の拡大

電子計算機を使用して作成
する国税関係帳簿書類の保
存方法等の特例に関する法
律　第４条

国税関係書類の全部又は一部について、自
己が一貫して電子計算機を使用して作成す
る場合であって、税務署長等の承認を受け
たときは、所定の要件にしたがって、その電
磁的記録の保存をもってその書類の保存に
代えることができる。

ｆ －

  税制は規制の対象外であり､当該要望は
税制上の措置にあたるため､検討要請事項
の対象とはなり得ない。
【参考】
   国税関係帳簿書類の電子データによる保
存制度は、適正・公平な課税を確保しつつ納
税者等の帳簿書類の保存に係る負担を軽
減する観点から、一定の要件の下で、電子
データの保存をもって国税関係帳簿書類の
保存に代えることができるとするものであ
る。
  相手方から紙で受け取った領収書、請求
書等の証拠書類をスキャナー等で読み込ん
でイメージデータとして保存することについて
は、証拠書類を改ざんしてイメージデータと
することや、そのイメージデータを改ざんす
ることを防止する手立てがなく、真実性を確
保するための実効性ある条件が見出せない
状況にあると承知しており、このようなイメー
ジデータによる保存を認めることについては
問題があると考えている。

5021 5021162 社団法人日本経済団
体連合会 11 税務書類の電子保存範囲の

拡大

  取引の相手方から紙で受け取る契約書等
や手書きの帳簿等についても、スキャナー
等を利用した電子保存を認めるべきである。

z0700033 税務書類等の電子保存範囲
の拡大

電子計算機を使用して作成
する国税関係帳簿書類の保
存方法等の特例に関する法
律　第４条

国税関係書類の全部又は一部について、自
己が一貫して電子計算機を使用して作成す
る場合であって、税務署長等の承認を受け
たときは、所定の要件にしたがって、その電
磁的記録の保存をもってその書類の保存に
代えることができる。

ｆ －

  税制は規制の対象外であり､当該要望は
税制上の措置にあたるため､検討要請事項
の対象とはなり得ない。
【参考】
   国税関係帳簿書類の電子データによる保
存制度は、適正・公平な課税を確保しつつ納
税者等の帳簿書類の保存に係る負担を軽
減する観点から、一定の要件の下で、電子
データの保存をもって国税関係帳簿書類の
保存に代えることができるとするものであ
る。
  相手方から紙で受け取った領収書、請求
書等の証拠書類をスキャナー等で読み込ん
でイメージデータとして保存することについて
は、証拠書類を改ざんしてイメージデータと
することや、そのイメージデータを改ざんす
ることを防止する手立てがなく、真実性を確
保するための実効性ある条件が見出せない
状況にあると承知しており、このようなイメー
ジデータによる保存を認めることについては
問題があると考えている。

5033 5033034 社団法人日本損害保
険協会 11 帳簿保存方法等の緩和

当初作成段階が紙による帳簿書類等につい
ても、電子ﾃﾞｰﾀによる保存を認めてもらいた
い。

z0700034 税務書類の電子保存のため
の手続の改善

電子計算機を使用して作成
する国税関係帳簿書類の保
存方法等の特例に関する法
律　第４条  第６条
電子帳簿保存法取扱通達４
－２

①国税関係書類の全部又は一部について、
自己が一貫して電子計算機を使用して作成
する場合であって、税務署長等の承認を受
けたときは、所定の要件にしたがって、その
電磁的記録の保存をもってその書類の保存
に代えることができる。
②国税関係帳簿を本店で作成するほか事業
部若しくは事業所ごとに作成している場合
は、その作成の実態に応じて、それぞれの
国税関係帳簿ごとに承認を受けることができ
る。

①ｆ
②ｄ －

　税制は規制の対象外であり､当該要望は
税制上の措置にあたるため､検討要請事項
の対象とはなり得ない。
【参考】
　国税関係帳簿書類は、申告納税制度の基
礎となる重要なものであり、適正公平な課税
を確保するためには、所定の要件に適合す
ることを確認した上で電磁的記録による保存
を開始してもらう必要がある。
　②の要望は、個別の事実認定の問題であ
るため、検討要請事項の対象とはなり得な
い。

5021 5021163 社団法人日本経済団
体連合会 11 税務書類の電子保存のため

の手続の改善　【新規】

①既に承認を受けたシステムにより電子保
存を行おうとする場合には、所轄税務署長
等に対する届出のみで足りるとするべきであ
る。
　例えば、承認した複数のシステムを開示
し、そのシステムを導入して電子保存を行う
場合は、届出のみで足りるとする。
②電子帳簿保存法取扱通達の趣旨を徹底
し、事業部ごとの電子保存を認める。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 23 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700032

（上記の続き）

PFI事業における減価償却制
度の見直し

z0700033 税務書類等の電子保存範囲
の拡大

z0700033 税務書類等の電子保存範囲
の拡大

z0700034 税務書類の電子保存のため
の手続の改善

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021097 社団法人日本経済団
体連合会 12

（上記の続き）

PFI事業における減価償却制
度の見直し【新規】

（上記の続き）

確かに国税庁通達｢売買とされるPFI事業に
ついて｣によって､公共側が実質的受益者で
あり､かつ､実質的に費用を負担している場
合､賃貸借があった時点で売買があった､す
なわちBOTであってもBTOと同視する運用が
認められている｡しかし､民間収益施設があ
る場合､｢公共側が実質的に費用を負担して
いる｣という要件を満たさず､どのような取扱
いになるのか不明確である｡

財務省

5021 5021162 社団法人日本経済団
体連合会 11 税務書類の電子保存範囲の

拡大

  取引の相手方から紙で受け取る契約書等
や手書きの帳簿等についても、スキャナー
等を利用した電子保存を認めるべきである。

  取引の相手方から紙で受け取った契約書
等の電子保存を認めることにより、保存コス
トが削減できるとともに、企業の税務処理関
連事務の一層の効率化が可能となる。現在
の技術水準においては、電子化された契約
書等の真実性を確保することは可能である
と考えられる｡
　なお、「e-Japan重点計画－2003」において
は、「民間に保存が義務付けられている文
書・帳票のうち、電子的な保存が認められて
いないものについて、2003年度中に、関係府
省は電子保存の容認の要件やスケジュール
等の対応の方向性を明確化し、内閣官房が
取りまとめる」とされている。

電子計算機を使用して作成
する国税関係帳簿書類の保
存方法等の特例に関する法
律　第４条

財務省

　納税地等の所轄税務署長等の承認を得た
場合は、税法上保存が義務付けられている
帳簿書類の電子保存が認められる。ただし、
その対象は、当初から電子計算機を使用し
て作成されている帳簿書類に限定されてい
る。

5033 5033034 社団法人日本損害保
険協会 11 帳簿保存方法等の緩和

当初作成段階が紙による帳簿書類等につい
ても、電子ﾃﾞｰﾀによる保存を認めてもらいた
い。

保管コストの大幅削減

紙による保存は膨大な保管コストを要し、一
方、現在技術レベルでは紙で作成されたも
のを電子保存しても「真実性、可視性、証拠
能力」に悖ることはない。

法人税法第126条第150条の
2、同施行規則第59条、第67
条

財務省

5021 5021163 社団法人日本経済団
体連合会 11 税務書類の電子保存のため

の手続の改善　【新規】

①既に承認を受けたシステムにより電子保
存を行おうとする場合には、所轄税務署長
等に対する届出のみで足りるとするべきであ
る。
　例えば、承認した複数のシステムを開示
し、そのシステムを導入して電子保存を行う
場合は、届出のみで足りるとする。
②電子帳簿保存法取扱通達の趣旨を徹底
し、事業部ごとの電子保存を認める。

①電子保存にあたっては、各社が個別にシ
ステムを開発するケースが多いが、実際に
システムを開発した上で税務署に申請し審
査を受けなければ当該システムによる電子
保存の可否が確認できない。既に承認を受
けた複数のシステムが開示されれば、予見
性が高まり、企業にとって利用しやすい制度
となる。
②事業部ごとに電子保存の要否を決定でき
れば、多角的な事業展開を行なう企業にとっ
て、利用しやすい制度となる。

電子計算機を使用して作成
する国税関係帳簿書類の保
存方法等の特例に関する法
律第４条、第６条
電子帳簿保存法取扱通達４
－２

財務省

①帳簿書類の電子保存を行うためには、納
税地等の所轄税務署長等に対し、申請書な
らびに電子計算機処理システムの概要その
他を記載した添付資料を提出し、承認を得な
ければならない。
②電子帳簿保存法取扱通達においては、帳
簿の作成の実態に応じて事業部もしくは事
業所ごとに電子保存の承認を受けることが
できるとされているが、実際の運用において
は、認められないケースも見受けられる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 24 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700035 移転価格制度の明確化等

租税特別措置法　第66条の４
②,⑦,⑨
租税特別措置法施行令　第
39条の12⑥,⑦,⑧
平成13年6月1日付 査調7-1
他3課共同「移転価格事務運
営要領の制定について（事務
運営指針）」

別紙のとおり

提案①
：　ｃ

提案②
～④　：

ｅ

○　提案①,②について

・ 上記、制度の現状にあるとおり、ご指摘の
事項のように、納税者から独立企業間価格
の算定に必要な資料が遅滞なく提示･提出さ
れない事態を前提としたシークレットコンパラ
ブルに基づく課税と、納税者からボランタ
リーに資料の提出がなされることを前提とし
た事前確認を比較してその整合性を論じる
ことは妥当ではない。
・ 今後も、納税者から独立企業間価格の算
定に必要な資料が遅滞なく提出されない場
合、当局は、調査において先に示した事務
運営指針に留意しつつ、第３者取引情報に
基づいて職権により独立企業間価格を算定
し課税を行なうこととなる。

5072 5072005 欧州委員会（ＥＵ） 11 移転価格制度の明確化等

移転価格に関して、EUは以下の提案を行
う。
①　移転価格評価の標準を納税者がアクセ
ス可能な情報のみに求め、公表されていな
い類似の情報によらないこと。
②　会計監査に用いられる移転価格方式と
事前確認制度に用いられる方式との間に一
貫性を確保すること。
③　売り上げに対する一般販売管理
（SG&A）費比率の粗利益水準への影響を明
らかにするため、一般販売管理費（SG&A）
調整の利用においてより大きな柔軟性を認
めること。
④　日本市場の特殊性を重視しないこと。

z0700035 移転価格制度の明確化等

（上記の続き）

○　提案③,④について

・ 上記、制度の現状にあるとおり、提案③に
ついては、販管費全体或いは一部を用いた
差異調整については、販管費が価格又は利
益に与える影響を精査の上、個別具体的に
比較可能性の観点から判断する必要がある
と考えている。
・ また、提案④についても、同様の市場にお
いて同様な事業を行なう第３者と同等の利
益率等が要求されるだけであり、日本に所
在する企業の販売上の無形資産に本来ある
べき以上の価値を与えていることはない。
・ いずれにせよ、我が国の移転価格税制の
執行にあたっては、移転価格課税に係る各
国税務当局の共通理解としてのOECDガイド
ラインを踏まえて行なっているところである。
・ 今後も、移転価格税制の執行にあたって
は、当該ガイドラインを踏まえ適切に運用し
ていくこととなる。

5072 5072005 欧州委員会（ＥＵ） 12
（上記の続き）

移転価格制度の明確化等

z0700036 連結決算制度の改善 ｆ －
税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5072 5072003 欧州委員会（ＥＵ） 11 連結決算制度の改善

EUは、日本政府が産業界の関心事項に対
応し、企業が連結決算制度を効果的に活用
が可能となるよう、以下の措置をとることを
要請する。
①　連結決算を選択した企業に課されてい
る2％の付加税を撤廃すること。この種の税
は欧州には存在しない。
②　連結納税の対象を100％出資子会社に
限定するという制約を、50％にまで引き下げ
ること
③　連結グループに入る際、会社の連結前
の欠損金は通算されないこと。
④　連結グループ加入のためには課税対象
資産の再評価を受けなければならないとい
う要件を廃止すること。
⑤　連結納税制度を採用するためには
100％子会社のすべてを連結の対象としなけ
ればならないという要件を廃止すること。
⑥　連結には地方税も含めること。法人住民
税と法人事業税関連の税制は可能な限り簡
素化され、それにより関連地方税申告の準
備に要する行政負担が軽減されること。

z0700037

課税計算に関してＣＩＦ価格（Ｆ
ＯＢ価格、保険料、運賃）から
ＦＯＢ価格（本船積み込み渡
し価格）への移行

　関税定率法第４条第１項において、輸入貨
物の課税価格は、現実支払価格に加算要素
（運賃・保険料等）の額を加えた価格（ＣＩＦ方
式）とすることとしている。

ｆ －
　課税標準を減ずることで減税を要望するも
のであり、税制改正要望となっており、規制
緩和にあたらない。

5071 5071101 米国 11

課税計算に関してＣＩＦ価格（Ｆ
ＯＢ価格、保険料、運賃）から
ＦＯＢ価格（本船積み込み渡
し価格）への移行

税関および関税局の担当者の処理効率を
促進し、日本への輸入コストを低減させるた
めに、入力の際にＦＯＢ価格方式を採用する
よう要望する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 25 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700035 移転価格制度の明確化等

z0700035 移転価格制度の明確化等

z0700036 連結決算制度の改善

z0700037

課税計算に関してＣＩＦ価格（Ｆ
ＯＢ価格、保険料、運賃）から
ＦＯＢ価格（本船積み込み渡
し価格）への移行

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5072 5072005 欧州委員会（ＥＵ） 11 移転価格制度の明確化等

移転価格に関して、EUは以下の提案を行
う。
①　移転価格評価の標準を納税者がアクセ
ス可能な情報のみに求め、公表されていな
い類似の情報によらないこと。
②　会計監査に用いられる移転価格方式と
事前確認制度に用いられる方式との間に一
貫性を確保すること。
③　売り上げに対する一般販売管理
（SG&A）費比率の粗利益水準への影響を明
らかにするため、一般販売管理費（SG&A）
調整の利用においてより大きな柔軟性を認
めること。
④　日本市場の特殊性を重視しないこと。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.1.海外直接投資(FDI)につながるようなビジ
ネス環境のさらなる改善

並びに、

1.1.1.ビジネス上のコスト削減

による。

財務省

5072 5072005 欧州委員会（ＥＵ） 12
（上記の続き）

移転価格制度の明確化等
財務省

5072 5072003 欧州委員会（ＥＵ） 11 連結決算制度の改善

EUは、日本政府が産業界の関心事項に対
応し、企業が連結決算制度を効果的に活用
が可能となるよう、以下の措置をとることを
要請する。
①　連結決算を選択した企業に課されてい
る2％の付加税を撤廃すること。この種の税
は欧州には存在しない。
②　連結納税の対象を100％出資子会社に
限定するという制約を、50％にまで引き下げ
ること
③　連結グループに入る際、会社の連結前
の欠損金は通算されないこと。
④　連結グループ加入のためには課税対象
資産の再評価を受けなければならないとい
う要件を廃止すること。
⑤　連結納税制度を採用するためには
100％子会社のすべてを連結の対象としなけ
ればならないという要件を廃止すること。
⑥　連結には地方税も含めること。法人住民
税と法人事業税関連の税制は可能な限り簡
素化され、それにより関連地方税申告の準
備に要する行政負担が軽減されること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.1.海外直接投資(FDI)につながるようなビジ
ネス環境のさらなる改善

並びに、

1.1.1.ビジネス上のコスト削減

による。

財務省
総務省

5071 5071101 米国 11

課税計算に関してＣＩＦ価格（Ｆ
ＯＢ価格、保険料、運賃）から
ＦＯＢ価格（本船積み込み渡
し価格）への移行

税関および関税局の担当者の処理効率を
促進し、日本への輸入コストを低減させるた
めに、入力の際にＦＯＢ価格方式を採用する
よう要望する。

国際配送商品の課税計算で日本がＣＩＦ価格
を使用していることにより、配送商品に保険
料と運賃が足されている。これにより、課税
最低価格である10,000円を超える配送商品
の数が増加する。

財務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 26 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700038
外為法で義務と規定している
一定の取引の事後報告制度
の簡素化・省力化

外国為替の取引等の報告に
関する省令

外為法の報告制度については、以下のとお
り見直しを進めております。
　報告手続については、報告書の受理事務
を財務省より委任されている日本銀行が開
発中のシステムにより、平成１７年１月から
オンライン化することを予定しています。
　これに先立ち、事後報告制度の簡素・合理
化として、平成１４年７月に、外国為替の取
引等の報告に関する省令を改正し、平成１５
年４月より支払等報告書の報告下限金額を
500万から3000万円に引き上げたほか、上
記オンライン化に併せて、一部報告書の廃
止、ＯＣＲ報告書の廃止、報告下限金額の
設定、様式の統合及び報告項目の削減等を
実施することとしています。
　また、外為法に基づく報告制度の概要、報
告書の作成要領及び報告が必要な取引等
の説明等については、報告書の提出先であ
る日本銀行ホームページ等に掲載し、報告
者にとって、わかりやすい環境の整備に努
めています。

ｂ Ⅰ

更なる報告制度の見直しについては、平成
１５年１２月に関税・外国為替等審議会外国
為替等分科会において財務省より問題を提
起し、今後、日本貿易会等の関係団体等と
の意見交換などを通じて、検討していくことと
しています。

5009 5009001

企業の資金調達の円
滑化に関する協議会
(略称：企業財務協議
会)

11

外為法で義務と規定している
一定の取引の事後報告制度
の簡素化・省力化をお願いし
たい

○2005年に予定されている報告の電子化を
待たずに、報告制度の見直しや簡素化が図
られるべきである。また、それができない場
合は、そのできない理由も開示されるべきで
ある。○簡素化に当たっては、各種取引の
報告の必要性につき再検討を願うと共に、
必要とされるものについては、ウェブサイト
のリニューアルを行うなどの方法で、その理
由を分かりやすく開示願いたい。
（例えば以下の環境整備が必要である。）
・わかりやすいルールの設定
・報告体系を一覧できるような早見表の作成
・自己の取引につき（YES／NO）をクリックし
ていくと、当該取引につき、どの報告が必要
／不必要なのか、一目で理解できるような
ウェブサイトの作成等、報告者の利便性を高
める措置

z0700039 「資本取引」に関する各種報
告（様式9～11）の見直し

外国為替の取引等の報告に
関する省令第８条

資本取引に関する各種報告（別紙様式第９
～第１１）は、取引実態の的確な把握の観点
等から求めているものであり、例えば、別紙
様式第９については、大口取引の発生時点
における取引金額、取引通貨、取引相手方
の所在国等、取引実態を的確に把握する観
点から求めているものです。
当該報告については、平成１４年７月に外国
為替の取引等の報告に関する省令を改正
し、報告事項を必要最小限にするなど、別紙
様式第９～第１１を別紙様式第９に整理統合
する見直し（平成１７年１月施行）を行ったと
ころであります。

ｂ Ⅰ 要望をも踏まえ、更なる見直しが可能か、今
後検討を行っていくこととしたい。 5009 5009002

企業の資金調達の円
滑化に関する協議会
(略称：企業財務協議
会)

11

外為法で義務と規定している
一定の取引の事後報告制度
の簡素化・省力化をお願いし
たい

「資本取引」に関する各種報告（様式9～11）
の必要性を見直していただきたい。

z0700040
クレジット/デビットカードおよ
びＡＴＭサービスの利用およ
び受け入れ促進

－ 政府サービスへの支払いについては、現金
又は印紙での支払いが主となっている。 ｃ －

政府サービスへの支払いについては、平成
16年1月より歳入金の電子納付が可能とな
り、手数料や国税等の納付がＡＴＭやイン
ターネットバンキング等を利用して行えるよう
になることから、当面クレジット／デビット
カードにより政府サービスへの支払を行う必
要性はないと考えている。

5071 5071102 米国 11
クレジット/デビットカードおよ
びＡＴＭサービスの利用およ
び受け入れ促進

①　ビジネスによるクレジット/デビットカード
の利用と、政府サービスへの支払いに対す
るカード利用を促進。
②　日本のＡＴＭネットワークが国際ＰＩＮセ
キュリティーおよびネットワーク暗号化標準
に強制的に準拠するようにする。
③　日本クレジットカード協会（ＪＣＣＡ）が有
するクレジットカード取引ターミナルの標準化
と管理の役割を排除し、「クレジット認証ター
ミナル」システム（ＣＡＴ共同利用システム）よ
り、国際的に受け入れられているシステムの
利用を促進させる。
④　クレジットカード不正利用に関する法・規
制を厳しく施行する。

z0700041 国債のＴＢ／ＦＢに係る非居
住者の保有制限の撤廃

○国債に関する法律第２条ノ
２
○政府短期証券及び割引短
期国庫債券の取扱いに関す
る省令第３条
○政府短期証券及び割引短
期国庫債券の取扱いに関す
る省令第３条に規定する者を
定める件

外国法人がＴＢ・ＦＢを保有するに当たって
は、直接国内金融機関を通じて保有する場
合に限ることとしている。

ａ Ⅲ

平成１６年度に「政府短期証券及び割引短
期国庫債券の取扱いに関する省令第３条に
規定する者を定める件」を改正し、外国法人
が外国間接参加者を通じてＴＢ・ＦＢを保有
することを可能にする。

5026 5026018 都銀懇話会 11 国債のＴＢ／ＦＢに係る非居
住者の保有制限の撤廃

・ＴＢ／ＦＢに係る非居住者の保有制限の撤
廃

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 27 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700038
外為法で義務と規定している
一定の取引の事後報告制度
の簡素化・省力化

z0700039 「資本取引」に関する各種報
告（様式9～11）の見直し

z0700040
クレジット/デビットカードおよ
びＡＴＭサービスの利用およ
び受け入れ促進

z0700041 国債のＴＢ／ＦＢに係る非居
住者の保有制限の撤廃

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5009 5009001

企業の資金調達の円
滑化に関する協議会
(略称：企業財務協議
会)

11

外為法で義務と規定している
一定の取引の事後報告制度
の簡素化・省力化をお願いし
たい

○2005年に予定されている報告の電子化を
待たずに、報告制度の見直しや簡素化が図
られるべきである。また、それができない場
合は、そのできない理由も開示されるべきで
ある。○簡素化に当たっては、各種取引の
報告の必要性につき再検討を願うと共に、
必要とされるものについては、ウェブサイト
のリニューアルを行うなどの方法で、その理
由を分かりやすく開示願いたい。
（例えば以下の環境整備が必要である。）
・わかりやすいルールの設定
・報告体系を一覧できるような早見表の作成
・自己の取引につき（YES／NO）をクリックし
ていくと、当該取引につき、どの報告が必要
／不必要なのか、一目で理解できるような
ウェブサイトの作成等、報告者の利便性を高
める措置

外為法で規定している報告対象となる取引
が多種多様にわたる一方、報告方法や下限
金額に統一性がなく取引現場に混乱が生じ
るケースがあり、報告者にとってルールその
ものが複雑となっている。

外為法 財務省

5009 5009002

企業の資金調達の円
滑化に関する協議会
(略称：企業財務協議
会)

11

外為法で義務と規定している
一定の取引の事後報告制度
の簡素化・省力化をお願いし
たい

「資本取引」に関する各種報告（様式9～11）
の必要性を見直していただきたい。

現在、たとえば保証差入れにつき「資本取引
に関する債権の発生報告書」（様式9）を提
出する際、報告書フォームには「取引実行
日」は存在するものの、「取引終了日」は記
載箇所がなく、ある一定の事象により当初予
定とは異なる形で契約が満了するケース
（「資本取引に関する債権の消滅報告書」
（様式11）を提出するケース）を除いて、当該
保証がいつ満了するのか知り得ず、報告
データを累積していけば、当然ながら、報告
者の対外保証残高は雪だるま式に膨らんで
いくだけであり、当該報告からは保証残高の
推移すら読み取れない状況となっている。
（様式9）報告が如何なる行政目的に使用さ
れているのか明らかにすると同時に、その必
要性を見直していただきたい。

外為法 財務省

5071 5071102 米国 11
クレジット/デビットカードおよ
びＡＴＭサービスの利用およ
び受け入れ促進

①　ビジネスによるクレジット/デビットカード
の利用と、政府サービスへの支払いに対す
るカード利用を促進。
②　日本のＡＴＭネットワークが国際ＰＩＮセ
キュリティーおよびネットワーク暗号化標準
に強制的に準拠するようにする。
③　日本クレジットカード協会（ＪＣＣＡ）が有
するクレジットカード取引ターミナルの標準化
と管理の役割を排除し、「クレジット認証ター
ミナル」システム（ＣＡＴ共同利用システム）よ
り、国際的に受け入れられているシステムの
利用を促進させる。
④　クレジットカード不正利用に関する法・規
制を厳しく施行する。

世界的に見て、クレジット/デビットカードおよ
びＡＴＭカードの利用は急速に増加してい
る。これらのカード利用は、消費者の利便性
向上につながり、小売部門に益をもたらして
いる。北米および欧州では、全店舗の90％
がクレジット/デビットカードを取り扱い、同地
域では、全購入の34%がこれらのカードでな
される。日本での店舗の取り扱いは、たった
の45％であり、これらカードでの購入は8％
にとどまっている。昔からの店舗やＡＴＭにお
いてカードの受け入れがよくないことは、日
本への海外からの訪問者からよく聞かれる
不満である。

金融庁
総務省
財務省
経済産業省
警察庁

5026 5026018 都銀懇話会 11 国債のＴＢ／ＦＢに係る非居
住者の保有制限の撤廃

・ＴＢ／ＦＢに係る非居住者の保有制限の撤
廃

・利付国債の保有に関しては、外国間接参
加者を経由して非居住者が保有することが
認められており、市場の中で相応の取引を
占めている
・ＴＢ／ＦＢの流通市場活性化の為に、外国
間接参加者を経由した保有制限の撤廃が必
要である

平成15年1月6日付財務省告
示第5号 財務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 28 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700042 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律（第３
条、第１１条）
関税法（第７０条）

化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律では、あらかじめ届出を行い国による
審査・判定を受けていない新規化学物質や
許可を受けていない第一種特定化学物質の
輸入を制限しており、これらを担保するた
め、化学物質の輸入通関時に、輸入者に対
して、当該化学物質に係る官報告示の類別
整理番号等の明示又は判定通知書の写し
等の提出を求め、輸入を認めて差し支えな
い化学物質かどうかの審査を行っている。

ｃ －

  化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律（以下「化審法」という。）においては、
ポリ塩化ビフェニルのような性状を有する化
学物質による環境の汚染を未然に防止する
ため、新規化学物質の製造又は輸入に際し
事前にその性状を審査する制度が設けられ
るとともに、第一種特定化学物質に指定され
た化学物質に対しては許可制とし、それらの
輸入を制限している。
　このため、化学物質を輸入しようとする者
は、輸入しようとする化学物質が化審法によ
る輸入制限の対象となっているものかどうか
について、これを明らかにする義務を有して
おり、対象に該当しないことを証明するもの
として化学物質に係る官報告示の整理番号
の明示や判定通知書の写し等を提出し、こ
れを証明しなければならない。
　輸入通関時の手続をこうした方式によらず
輸入者の宣言によって行う場合には、輸入し
ようとする化学物質の特定がされていないた
め化審法の規定の遵守状況を判断すること
ができない。このため、要望のとおり措置す
ることは困難である。

5079 5079010
社団法人日本化学工
業協会　規制緩和等
検討部会

11 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

化学物質の輸入時に税関に対し化審法番
号を申告しなければならないが、輸入者が
当該化学製品を構成する全ての化学物質は
化審法に登録済みであることを宣言すること
で通関できる制度に変更して欲しい。

z0700043
拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

・循環型社会　　形成推進基
本法　・容器包装    　リサイク
ル法

容器包装リサイクル法では、家庭から排出さ
れる容器包装廃棄物を消費者が分別排出
し、市町村が分別収集し、事業者が再商品
化するという役割分担に基づくリサイクルシ
ステムのもと、容器包装廃棄物の減量化及
び資源としての有効利用に取り組むこととし
ている｡

ｂ Ⅰ

容器包装リサイクル法の施行後10年を経過
した場合において、一部規定の施行状況に
ついて検討を加え、必要な措置を講じるもの
とされており、これを踏まえ関係省庁におい
て容器包装リサイクル法の評価・検討を行う
予定。

5014 5014001 全国びん商連合会
（会長今井一夫） 11

拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

容器包装リサイクル法(容リ法)は平成7年に
成立｡経過10年で見直しされることになって
いる｡平成17年には改正作業が実施される
が､その際に左記拡大生産者責任の考え方
及びデポジット制の導入を検討していただき
たい。

z0700044 企業再編の促進に資する施
策の容認、明確化 ｆ －

税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5072 5072002 欧州委員会（ＥＵ） 11 企業再編の促進に資する施
策の容認、明確化

EUは日本政府に対して企業再編(合併およ
び買収を含む)の促進の必要性を指摘する。
①　すべての場合において税に対して中立
的な株式交換を通じた外国企業による合併･
買収を認めること。
②　合併あるいは買収の際の税評価のため
に、「営業」あるいは「営業継続性テスト」と
いった重要な概念の明確化を図ること。
③　納税者が、予定されている再編が適確
再編の条件を満たすかどうかを公式認可を
事前に取得することを可能とさせること。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 29 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700042 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

z0700043
拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

z0700044 企業再編の促進に資する施
策の容認、明確化

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5079 5079010
社団法人日本化学工
業協会　規制緩和等
検討部会

11 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

化学物質の輸入時に税関に対し化審法番
号を申告しなければならないが、輸入者が
当該化学製品を構成する全ての化学物質は
化審法に登録済みであることを宣言すること
で通関できる制度に変更して欲しい。

化学製品、特に混合物製品の成分について
はCBI(Confidential Business Information)で
あるケースがある。輸入者がその情報を入
手することが困難であるケースも少なくな
い。米国TSCAの如く、輸入者が輸出者（製
造メーカー）等から製品を構成する全ての化
学物質が化審法に収載されていることの保
証を貰って、輸入者が宣言することによって
輸入可能な制度に変更を望む。

化審法

財務省
厚生労働省
経済産業省
環境省

5014 5014001 全国びん商連合会
（会長今井一夫） 11

拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

容器包装リサイクル法(容リ法)は平成7年に
成立｡経過10年で見直しされることになって
いる｡平成17年には改正作業が実施される
が､その際に左記拡大生産者責任の考え方
及びデポジット制の導入を検討していただき
たい。

国はこれまでの大量生産、大量消費、大量
廃棄を反省し、循環型社会の構築を目指し
ております。家庭ゴミの6割を占める容器包
装ゴミを減らそうと平成7年容リ法を成立させ
たが、ゴミ量は減っていないのが実情であ
る。またこの法律は収集・保管費用は自治
体が負担することになっているため、自治体
の負担割合が高くなっている。（負担割合は
自治体7：事業者3といわれている）
リサイクルに必要な収集、分別、保管等の費
用を商品価格に含めることにより、それを購
入する消費者が負担するように改正し、公平
な費用負担の制度にすべきである。
又､循環型社会形成推進基本法が施行さ
れ､リデュース､リユース､リサイクルという３Ｒ
の優先順位を明確にしているが、これらを推
進する経済的手法や規制的手法（例えば容
器課徴金、デポジット制、自動販売機規制
etc）を盛り込む視点で見直すことも必要であ
る。

・循環型社会　　形成推進基
本法　・容器包装    　リサイク
ル法

環境省
経済産業省
財務省
農林水産省
厚生労働省

・重点６分野に関する中間とりまとめ(総合規
制改革会議)　　　・パンフレット｢つくろう！ご
みゼロ社会」(容器包装リサイクル法の改正
を求める全国ネットワーク)
・事業報告書「リターナブルびんの社会的定
着をめざす業界ビジョン及び実現方策」
・パンフレット「活きびん維新」（全国びん商
連合会、ガラスびんリサイクル促進協議会）
・総務省評価書

5072 5072002 欧州委員会（ＥＵ） 11 企業再編の促進に資する施
策の容認、明確化

EUは日本政府に対して企業再編(合併およ
び買収を含む)の促進の必要性を指摘する。
①　すべての場合において税に対して中立
的な株式交換を通じた外国企業による合併･
買収を認めること。
②　合併あるいは買収の際の税評価のため
に、「営業」あるいは「営業継続性テスト」と
いった重要な概念の明確化を図ること。
③　納税者が、予定されている再編が適確
再編の条件を満たすかどうかを公式認可を
事前に取得することを可能とさせること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.1.海外直接投資(FDI)につながるようなビジ
ネス環境のさらなる改善

並びに、

1.1.1.ビジネス上のコスト削減

による。

財務省
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コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700045 国等の機関向けとの長期リー
ス契約締結の容認 財政法第15条

会計法第29条の12は、電気、ガス、水の供
給電気通信役務の提供について、①当該契
約により供給又は提供される物、役務等の
品質が時の経過により変化せず、一定のも
のであること、②あらかじめ債務の額が確定
できないなどのために国庫債務負担行為に
よりがたいものであること、などから長期継
続契約とすることができることとしている。本
件は、経年により減価する可能性のある機
器の複数年度にわたる提供であり、また、あ
らかじめ債務の額が確定されているもので
あることから、長期継続契約にはなじまな
い。

ｄ －

ご要望の点について、複数年度にわたる契
約が必要な場合には、国庫債務負担行為に
よることが可能であるが、ご要望の趣旨も踏
まえ、「平成16年度の概算要求について」
（平成15年８月１日）により、国の機関による
物品の調達において、当該物品を購入する
場合や単年度賃貸借を行う場合と比較して
複数年度のリース契約を行うことに合理性
が認められる場合には、国庫債務負担行為
の要求を行うべきことについて、各府省に対
し、趣旨の徹底を行ったところであり、今後
も、この趣旨を踏まえ適切に対応することと
している。

5021 5021290 社団法人日本経済団
体連合会 11 国及び地方公共団体におけ

るリース契約の見直し【新規】

　国及び地方公共団体を一方の契約当事者
とするリース契約について、地方自治法の
不動産の賃貸契約等と同様に長期継続契
約とすることを認めるべきである。また、早期
に措置することが困難な場合については、
当面の措置として、債務負担行為に関する
手続きの簡素化を図るべきである。

z0700045 国等の機関向けとの長期リー
ス契約締結の容認 財政法第15条

会計法第29条の12は、電気、ガス、水の供
給電気通信役務の提供について、①当該契
約により供給又は提供される物、役務等の
品質が時の経過により変化せず、一定のも
のであること、②あらかじめ債務の額が確定
できないなどのために国庫債務負担行為に
よりがたいものであること、などから長期継
続契約とすることができることとしている。本
件は、経年により減価する可能性のある機
器の複数年度にわたる提供であり、また、あ
らかじめ債務の額が確定されているもので
あることから、長期継続契約にはなじまな
い。

ｄ －

ご要望の点について、複数年度にわたる契
約が必要な場合には、国庫債務負担行為に
よることが可能であるが、ご要望の趣旨も踏
まえ、「平成16年度の概算要求について」
（平成15年８月１日）により、国の機関による
物品の調達において、当該物品を購入する
場合や単年度賃貸借を行う場合と比較して
複数年度のリース契約を行うことに合理性
が認められる場合には、国庫債務負担行為
の要求を行うべきことについて、各府省に対
し、趣旨の徹底を行ったところであり、今後
も、この趣旨を踏まえ適切に対応することと
している。

5085 5085016 オリックス株式会社 11 国の機関向け長期リース契
約に関する規制緩和

国の機関向けのOA機器等の物品、自動車
の賃貸借契約を予算決算及び会計令第102
条の2に規定された契約担当官等が翌年度
以降にわたる長期継続契約ができる対象に
加え、電気、ガス、水、電気通信役務と同様
の扱いとすることを要望する。

z0700045 国等の機関向けとの長期リー
ス契約締結の容認 財政法第15条

会計法第29条の12は、電気、ガス、水の供
給電気通信役務の提供について、①当該契
約により供給又は提供される物、役務等の
品質が時の経過により変化せず、一定のも
のであること、②あらかじめ債務の額が確定
できないなどのために国庫債務負担行為に
よりがたいものであること、などから長期継
続契約とすることができることとしている。本
件は、経年により減価する可能性のある機
器の複数年度にわたる提供であり、また、あ
らかじめ債務の額が確定されているもので
あることから、長期継続契約にはなじまな
い。

ｄ －

ご要望の点について、複数年度にわたる契
約が必要な場合には、国庫債務負担行為に
よることが可能であるが、ご要望の趣旨も踏
まえ、「平成16年度の概算要求について」
（平成15年８月１日）により、国の機関による
物品の調達において、当該物品を購入する
場合や単年度賃貸借を行う場合と比較して
複数年度のリース契約を行うことに合理性
が認められる場合には、国庫債務負担行為
の要求を行うべきことについて、各府省に対
し、趣旨の徹底を行ったところであり、今後
も、この趣旨を踏まえ適切に対応することと
している。

5086 5086016 社団法人リース事業
協会 11 国の機関向け長期リース契

約に関する規制緩和

国の機関向けのOA機器等の物品、自動車
の賃貸借契約を予算決算及び会計令第102
条の2に規定された契約担当官等が翌年度
以降にわたる長期継続契約ができる対象に
加え、電気、ガス、水、電気通信役務と同様
の扱いとすることを要望する。
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管理
コード 項目

z0700045 国等の機関向けとの長期リー
ス契約締結の容認

z0700045 国等の機関向けとの長期リー
ス契約締結の容認

z0700045 国等の機関向けとの長期リー
ス契約締結の容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021290 社団法人日本経済団
体連合会 11 国及び地方公共団体におけ

るリース契約の見直し【新規】

　国及び地方公共団体を一方の契約当事者
とするリース契約について、地方自治法の
不動産の賃貸契約等と同様に長期継続契
約とすることを認めるべきである。また、早期
に措置することが困難な場合については、
当面の措置として、債務負担行為に関する
手続きの簡素化を図るべきである。

　構造改革特区における規制の特例措置の
第３次提案募集を踏まえ、地方公共団体に
おいては、OA機器に係るリース契約を長期
継続契約の対象とする方針が示された（総
務省は次期通常国会に地方自治法の改正
案を提出する見込み）。こうした取組みを更
に一歩進め、地方公共団体においては、長
期継続契約の対象となるリース契約を拡大
するとともに、国においても同様の措置を講
ずるべきである。
　また、去る８月に財務省は「複数年度にわ
たる賃貸借契約を締結することに合理性が
認められる場合には、必要な年限の国庫債
務負担行為の要求を行うものとする」（平成
16年度の概算要求について）という見解を各
府省に示したが、国庫債務負担行為は予め
予算を以って国会の議決を経なければなら
ないため、現行、非常に煩瑣な手続きが求
められており、各府省の積極的な取組みを
促すためには、手続き面の簡素化が不可欠
である。

財政法第15条、会計法第29
条の12
予算決算及び会計令第102
条の２
地方自治法第214条、第234
条の３

財務省
総務省

　国及び地方公共団体がOA機器等の物品
や自動車のリース契約をする場合には、予
め予算を以って債務負担行為として定めて
おかなければならないこととされている。

5085 5085016 オリックス株式会社 11 国の機関向け長期リース契
約に関する規制緩和

国の機関向けのOA機器等の物品、自動車
の賃貸借契約を予算決算及び会計令第102
条の2に規定された契約担当官等が翌年度
以降にわたる長期継続契約ができる対象に
加え、電気、ガス、水、電気通信役務と同様
の扱いとすることを要望する。

現在、各省庁がOA機器や車両を導入する
に際しては、複数年度の使用が明白であっ
ても、手続上の煩雑さゆえに国庫債務負担
行為として扱わずに、単年度リース契約を更
新している。この単年度リース契約は、ほと
んどの場合にリース会社が投資元本の未回
収リスクを負っている。投資元本の未回収リ
スクを負うか否かはリース会社の判断である
が、現行制度が実質的にリース会社のリス
ク負担を強いている。本年6月に国及び地方
公共団体について提出した同内容の要望に
対して総務省からＯＡ機器のリース契約につ
いても地方公共団体の長期継続契約の対
象とするように平成16年度中に措置すると
の対応が示された一方、財務省からは、国
の機関向けとの長期リース契約締結につい
て、従来からの方法を維持する旨の回答が
あった。国の機関向けとの長期リース契約
締結についても地方公共団体と同様の対応
を期待する。

財政法第15条、会計法第29
条の12、予算決算及び会計
令第102条の2

財務省

5086 5086016 社団法人リース事業
協会 11 国の機関向け長期リース契

約に関する規制緩和

国の機関向けのOA機器等の物品、自動車
の賃貸借契約を予算決算及び会計令第102
条の2に規定された契約担当官等が翌年度
以降にわたる長期継続契約ができる対象に
加え、電気、ガス、水、電気通信役務と同様
の扱いとすることを要望する。

現在、各省庁がOA機器や車両を導入する
に際しては、複数年度の使用が明白であっ
ても、手続上の煩雑さゆえに国庫債務負担
行為として扱わずに、単年度リース契約を更
新している。この単年度リース契約は、ほと
んどの場合にリース会社が投資元本の未回
収リスクを負っている。投資元本の未回収リ
スクを負うか否かはリース会社の判断である
が、現行制度が実質的にリース会社のリス
ク負担を強いている。本年6月に国及び地方
公共団体について提出した同内容の要望に
対して総務省からＯＡ機器のリース契約につ
いても地方公共団体の長期継続契約の対
象とするように平成16年度中に措置すると
の対応が示された一方、財務省からは、国
の機関向けとの長期リース契約締結につい
て、従来からの方法を維持する旨の回答が
あった。国の機関向けとの長期リース契約
締結についても地方公共団体と同様の対応
を期待する。

財政法第15条、会計法第29
条の12、予算決算及び会計
令第102条の2

財務省
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措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700046 税理士資格付与条件の見直
し 税理士法第７条、第８条

　税理士試験において、5科目の試験科目に
一度に合格する方法の他に、次のような試
験科目の免除規定がある。
①試験科目の一部の科目について合格した
者に対しては、その申請により、その後に行
われる試験において当該科目の試験を免除
②一定の学識や職歴により試験科目の一部
を免除
③一定の職業・事務への従事経験を有し、
国税審議会が指定した高度な研修を修了し
た者に対して試験科目の一部を免除

ｃ －

　税理士は、国民の納税義務の適正な実現
を図るという基本的使命を有しており、公認
会計士は、投資者及び債権者の保護を基本
的使命にしている点で異なっており、それぞ
れ別の資格制度として合理性があると考え
ている。
　科目合格制や試験科目免除制度の趣旨
は、一定の試験科目合格、一定の学識や職
歴、一定の職業・事務への従事経験年数等
から判断して、学識・応用能力を十分有して
いると認められる者について、申請によって
試験を免除するものであり、公共的使命を有
する税理士について、様々な形で試験に伴
う負担を減らしながら多様な人材に資格を与
えることにより門戸を開放しているものであ
る。
　また、このような観点から新公認会計士試
験においても科目合格制や免除制度が拡充
されたものと考えられ、諸外国においても同
様の制度が見られる。
　このように、税理士試験の目的は、あくまで
も税理士となるのに必要な能力の有無を判
断する点にあるので、他の方法により判断で
きる場合を排除するものではないこと、同様
の観点から、試験を免除したり、他の資格保
有者・実務経験者に資格を付与する制度は
税理士以外の公的資格や諸外国の資格制
度においても見られること等を踏まえれば、
試験免除制度の見直しは必要ないものと考
える。

5150 5150054 株式会社東京リーガ
ルマインド 21 税理士制度改革

税理士資格の付与条件について、見直しを
求めます。

税理士の紛争処理手段への参入拡大を認
めることを求めます

z0700047 税理士の紛争処理手段への
参入拡大 税理士法第２条の２

税理士は、租税に関する事項について、裁
判所において、補佐人として、弁護士である
訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること
ができる。

ｄ －

　平成13年の税理士法改正において、租税
に関する争訟が高い専門技術性を有してい
ることにかんがみ、訴訟手続においても、税
務の専門家である税理士が補佐人という立
場を通じて納税者を援助する活動を常に行
い得るようにすることが、ひいては申告納税
制度の円滑、適正な運営に資することになる
との趣旨により、税理士の補佐人制度（税理
士法第２条の２）が設けられたところであり、
現行においても、当該要望の趣旨は満たさ
れていると考えている。
　なお、税務の専門家である税理士は訴訟
手続に関する専門的知識を十分に備えてい
るとは言い難く、納税者に不測の損害を与え
る可能性があること等から、税理士に訴訟
代理人となる権限は付与されていない。

5150 5150054 株式会社東京リーガ
ルマインド 31 税理士制度改革

税理士資格の付与条件について、見直しを
求めます。

税理士の紛争処理手段への参入拡大を認
めることを求めます

z0700048 情報システムの調達改革の
促進 なし

②「情報システムに係る政府調達制度の見
直しについて」（平成１４年３月情報システム
に係る政府調達府省連絡会議了承､１４年４
月、１５年３月改定）の１､(1)においてライフサ
イクルコストベースでの価格評価を行うことと
するとともに、(3)において、低入札価格調査
制度の活用を促進することとしている。
③「規制緩和推進３か年計画（再改定）」（平
成１５年３月閣議決定）の３､2､(3)､エ､32､e､
(a)において、「「情報システムに係る政府調
達制度の見直しについて」（平成１４年３月29
日、４月22日改定　情報システムに係る政府
調達府省連絡会議了承）において申し合わ
せた事項への取組を推進するため、定期的
なフォローアップを行う。」とされている。

ｄ －

②情報システムの政府調達については、極
端な安値落札の防止等の観点から、自主的
な取組として、入札の評価における将来の
運用コストの反映、著しい安値入札があった
場合の調査の徹底等の方策を講じていくこ
ととしている。こうした取組みを通じて、透明
で公平な情報システムの調達に努めてい
る。
本取組みは、２００２年３月以降、可能な案
件から逐次実施されているものであり、今
後、各府省における取組みによる効果が得
られることが期待されるが、現段階において
その効果を評価することは時期尚早と考え
ている。
③「情報システムに係る政府調達制度の見
直しについて」（平成１４年３月情報システム
に係る政府調達府省連絡会議了承、平成１
５年３月改定）に定められた事項に関し、１４
年度における各府省の取組状況に関する
フォローアップ調査を実施し、調査結果を取
りまとめたところであり、現在、本調査結果を
ホームページを通じて公表すべく準備中。な
お、フォローアップ調査から得たデータの公
表について、２００３年の両国首脳への報告
書に記載されている事実はない。

5071 5071026 米国 11 情報システムの調達改革の
促進

２００３年３月１９日に省庁によって採用され
た合意書に列挙されている措置の実行と効
果をモニターし評価する。
①ＣＩＯ連絡会議に対して、省庁間の調整を
改善し、非差別、透明で公平な情報システム
の調達（製品及びサービス）を確保するため
に、ＩＴ調達を監督する権限を与える。
②低い価格の入札やその他の反競争的行
為を防止するための措置の効果を客観的に
評価する方法を整備する。
③（２００３年の両国首脳への報告書に従
い）省庁が全ての新しい手続きをどのように
実行するかのフォローアップ調査から得た
データを公表する。
④メモランダムによって実行されているＩＴ調
達手続きを改善する方法を民間からフィード
バックを得るために２００３年度中にパブリッ
クコメント手続きを行う。
⑤政府に価値ある民間の経験をもたらすＣＩ
Ｏの補佐がその職務を公平にまた客観的に
行うための明確な指針を作る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 33 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700046 税理士資格付与条件の見直
し

z0700047 税理士の紛争処理手段への
参入拡大

z0700048 情報システムの調達改革の
促進

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5150 5150054 株式会社東京リーガ
ルマインド 21 税理士制度改革

税理士資格の付与条件について、見直しを
求めます。

税理士の紛争処理手段への参入拡大を認
めることを求めます

税理士と公認会計士の業務内容の近接性
に鑑み、将来の統合を見据えて資格の付与
要件・試験科目の免除等を見直すことを求
めます。

税理士に、訴訟代理人となることを認めると
ともに、税務を専門に取り扱う裁判所の設置
を求めます。

税理士が、その能力を活かして、コンサル
ティングや地方自治体の外部監査について
より活躍の場を広げ、新規創業を支援すると
共に、地方自治の拡充を支援すべきと考え
ます。

税務上の紛争が多発する現状において、迅
速な紛争解決を図るべきと考えます

税理士法１条・２条・３条７条・
８条
地方自治法２５２条の２８第２
項・

財務省
金融庁
法務省

添付資料　１　はじめに～不動産鑑定士試
験改革の必要性　２　不動産鑑定士試験改
革の内容　３　規制改革対象法令

5150 5150054 株式会社東京リーガ
ルマインド 31 税理士制度改革

税理士資格の付与条件について、見直しを
求めます。

税理士の紛争処理手段への参入拡大を認
めることを求めます

税理士と公認会計士の業務内容の近接性
に鑑み、将来の統合を見据えて資格の付与
要件・試験科目の免除等を見直すことを求
めます。

税理士に、訴訟代理人となることを認めると
ともに、税務を専門に取り扱う裁判所の設置
を求めます。

税理士が、その能力を活かして、コンサル
ティングや地方自治体の外部監査について
より活躍の場を広げ、新規創業を支援すると
共に、地方自治の拡充を支援すべきと考え
ます。

税務上の紛争が多発する現状において、迅
速な紛争解決を図るべきと考えます

税理士法１条・２条・３条７条・
８条
地方自治法２５２条の２８第２
項・

財務省
金融庁
法務省

添付資料　１　はじめに～不動産鑑定士試
験改革の必要性　２　不動産鑑定士試験改
革の内容　３　規制改革対象法令

5071 5071026 米国 11 情報システムの調達改革の
促進

２００３年３月１９日に省庁によって採用され
た合意書に列挙されている措置の実行と効
果をモニターし評価する。
①ＣＩＯ連絡会議に対して、省庁間の調整を
改善し、非差別、透明で公平な情報システム
の調達（製品及びサービス）を確保するため
に、ＩＴ調達を監督する権限を与える。
②低い価格の入札やその他の反競争的行
為を防止するための措置の効果を客観的に
評価する方法を整備する。
③（２００３年の両国首脳への報告書に従
い）省庁が全ての新しい手続きをどのように
実行するかのフォローアップ調査から得た
データを公表する。
④メモランダムによって実行されているＩＴ調
達手続きを改善する方法を民間からフィード
バックを得るために２００３年度中にパブリッ
クコメント手続きを行う。
⑤政府に価値ある民間の経験をもたらすＣＩ
Ｏの補佐がその職務を公平にまた客観的に
行うための明確な指針を作る。

電子政府計画及び２００３年の重点計画にお
いて示されているとおり、日本は全ての政府
レベルにおける行政手続きのデジタル化を
引き続き行う。さらに、電子政府計画による
と、全ての省庁はその「古いシステム」を完
全に交換し、政府全体で相互機能を高める
ことを目的としている。米国はこの移行の
間、日本がその電子政府システムの発展に
おいて独占技術への依存を減らすかもしれ
ないことを認識している。政府による新しい
商業製品の更なる利用への移行は調達者
間における革新と競争を刺激し、結果、市場
アクセス機会を創造することができる。ＩＴ調
達分野における公平な活動を保証するた
め、日本は引き続きＩＴ調達手続きにおいて
積極的に改革を実行する事によって、開か
れた競争、透明性、技術中立性、民間主導
の革新の原則を促進しなければならない。
米国は日本政府が左記の措置をとることを
提言する。

内閣官房
総務省
財務省
経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 34 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700048

（上記の続き）

情報システムの調達改革の
促進

（上記の続き）

④「情報システムに係る政府調達制度の見
直しについて」については、既にホームペー
ジ等の媒体を用いて公表しており、これまで
も、「規制改革推進３か年計画」の改定等の
際、日本経団連等の民間部門からの要望を
受け、対応している。さらに、情報システムの
調達を含む政府調達に関する自主的措置の
実施状況については、「アクション・プログラ
ム実行推進委員会」の下の「政府調達の自
主的措置に係る自主的レビュー会合」にお
いて定期的に供給者等から要望を聴取して
いる。

5071 5071026 米国 12

（上記の続き）

情報システムの調達改革の
促進

z0700049 外国を拠点とする年金への
拠出の容認 所得税法７４条 ｆ －

税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5072 5072011 欧州委員会（ＥＵ） 31 年金制度の見直し

年金について、EUは、
①　免税される拠出金のレベルを引き上げ、
従業員の年金拠出に企業が上 乗せ拠出す
るマッチング拠出を許可し、年金加入者が年
金資金を担保に資金を借り入れることを許
可することによって、確定拠出年金の改善を
図ること。
②　日本を離れる外国人従業員とその雇用
者に日本の公的年金制度への義務的拠出
金のすべてを還付することを許可すること。
③　日本の年金に支払われた拠出金と同じ
税金控除を条件として、外国を拠点とする年
金へ拠出すること。

z0700050 政府のＩＴ調達改革を強化す
るための措置の追加実施 ③なし

③「情報システムに係る政府調達制度の見
直しについて」（平成１４年３月情報システム
に係る政府調達府省連絡会議了承､１４年４
月、１５年３月改定）の１､(1)においてライフサ
イクルコストベースでの価格評価を行うことと
している。

ｄ －

③我が国の予算制度上、国庫債務負担行
為を活用することにより、複数年度にわたる
契約を締結することは可能であり、また、「情
報システムに係る政府調達制度の見直しに
ついて」（平成１４年３月２９日　平成１５年３
月１９日改定　情報システムに係る政府調達
府省連絡会議）において申し合わせを行い、
情報システムに係る政府調達を複数年にわ
たり行う必要性がある場合には、ライフサイ
クルコストベースでの価格評価を行うことと
し、そのため原則として、国庫債務負担行為
を活用し、複数年契約によることとしている。

5071 5071027 米国 11 政府のＩＴ調達改革を強化す
るための措置の追加実施

政府のＩＴ調達改革を強化するために、以下
の措置を含め追加的措置を実行する：
①調達獲得に関する情報をタイミング良く、
透明で誰でも入手できる形で公開する。
②総合評価落札方式（ＯＧＶＭ）調達のため
のＳＤＲを引き下げ、より広く実行可能とす
る。
③入札評価を年初の計画予算ではなく所有
権の全てのコストによって行うことによって、
情報システムの調達においてライフ・サイク
ルコストの使用を奨励するためにより柔軟な
予算手続き（例：複数年契約）を促進する。

z0700051
保険契約者保護機構の保険
特別勘定に係る収入支出予
算の廃止

保険業法第265条の37～40、
保険契約者等の保護のため
の特別の措置等に関する命
令第28～30条、36条、38条、
39条、41条

保険契約者等の保護のための特別の措置
に関する命令第28条において、「機構の予
算は、予算総則及び収入支出予算とする」と
されており、機構は予算に関する認可・届出
等に際し、収入支出予算を作成する義務を
負っている。

ｃ Ⅲ

　保険特別勘定は、破綻保険会社の受皿会
社が現れるまでの間、引受けた保険契約に
係る経理を一時的に他の経理と区分する勘
定である。
　同勘定は、当該保険契約の支払い等に支
障が生じないよう、一般勘定との間で資金の
融通をすることができるとされている（命令
第41条）。
　したがって、予算によりその収入支出を明
らかにすべき認可法人の全ての勘定におけ
る資金管理を適切に把握する必要があり、
保険特別勘定についても収入支出予算の作
成が求められる。

新規要望
金融庁共管（監督局保険課） 5033 5033005 社団法人日本損害保

険協会 11
保険契約者保護機構の保険
特別勘定に係る収入支出予
算の廃止

保険契約者保護機構が、毎事業年度毎に作
成、報告を求められている収入支出予算の
対象から、保険契約に係る特別勘定を除外
し、同勘定に係る収入支出決算書の作成を
不要として頂きたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 35 / 38



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0700048

（上記の続き）

情報システムの調達改革の
促進

z0700049 外国を拠点とする年金への
拠出の容認

z0700050 政府のＩＴ調達改革を強化す
るための措置の追加実施

z0700051
保険契約者保護機構の保険
特別勘定に係る収入支出予
算の廃止

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071026 米国 12

（上記の続き）

情報システムの調達改革の
促進

内閣官房
総務省
財務省
経済産業省

5072 5072011 欧州委員会（ＥＵ） 31 年金制度の見直し

年金について、EUは、
①　免税される拠出金のレベルを引き上げ、
従業員の年金拠出に企業が上 乗せ拠出す
るマッチング拠出を許可し、年金加入者が年
金資金を担保に資金を借り入れることを許
可することによって、確定拠出年金の改善を
図ること。
②　日本を離れる外国人従業員とその雇用
者に日本の公的年金制度への義務的拠出
金のすべてを還付することを許可すること。
③　日本の年金に支払われた拠出金と同じ
税金控除を条件として、外国を拠点とする年
金へ拠出すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.1.海外直接投資(FDI)につながるようなビジ
ネス環境のさらなる改善

並びに、

1.1.3.人的資源

による。

厚生労働省
財務省

5071 5071027 米国 11 政府のＩＴ調達改革を強化す
るための措置の追加実施

政府のＩＴ調達改革を強化するために、以下
の措置を含め追加的措置を実行する：
①調達獲得に関する情報をタイミング良く、
透明で誰でも入手できる形で公開する。
②総合評価落札方式（ＯＧＶＭ）調達のため
のＳＤＲを引き下げ、より広く実行可能とす
る。
③入札評価を年初の計画予算ではなく所有
権の全てのコストによって行うことによって、
情報システムの調達においてライフ・サイク
ルコストの使用を奨励するためにより柔軟な
予算手続き（例：複数年契約）を促進する。

電子政府計画及び２００３年の重点計画にお
いて示されているとおり、日本は全ての政府
レベルにおける行政手続きのデジタル化を
引き続き行う。さらに、電子政府計画による
と、全ての省庁はその「古いシステム」を完
全に交換し、政府全体で相互機能を高める
ことを目的としている。米国はこの移行の
間、日本がその電子政府システムの発展に
おいて独占技術への依存を減らすかもしれ
ないことを認識している。政府による新しい
商業製品の更なる利用への移行は調達者
間における革新と競争を刺激し、結果、市場
アクセス機会を創造することができる。ＩＴ調
達分野における公平な活動を保証するた
め、日本は引き続きＩＴ調達手続きにおいて
積極的に改革を実行する事によって、開か
れた競争、透明性、技術中立性、民間主導
の革新の原則を促進しなければならない。
米国は日本政府が左記の措置をとることを
提言する。

内閣官房
総務省
財務省
経済産業省

5033 5033005 社団法人日本損害保
険協会 11

保険契約者保護機構の保険
特別勘定に係る収入支出予
算の廃止

保険契約者保護機構が、毎事業年度毎に作
成、報告を求められている収入支出予算の
対象から、保険契約に係る特別勘定を除外
し、同勘定に係る収入支出決算書の作成を
不要として頂きたい。

保険契約者保護機構の決算・経理業務が大
幅に効率化される。

保険契約に係る特別勘定については、保険
会社同様に、保険会計の原則による会計処
理が別途求められており、現金主義の単年
度収支を予算化する意義が乏しい。また、別
途予定貸借対照表、予定損益計算書を作成
することとなっており、特別勘定の決算見通
しを把握することは可能である。

保険業法第265条の37～第
265条の40、保険契約者等の
保護のための特別の措置等
に関する命令第28条～30条、
39条

金融庁
財務省
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

z0700052 先取特権の改正 国税徴収法第８、15～22条

　国税は、納税者の総財産について、一定
の被担保債権を除き、すべての公課その他
の債権に先立って徴収することとされてい
る。
　例えば、納税者が国税の法定納期限等以
前に抵当権等を設定している場合には、租
税債権は、納税者の財産の売却代金につい
て、その抵当権により担保される債権に次い
で徴収することとされているなど、民法、商
法等の実体法により定められる優先順位を
前提として、租税債権と私債権全体との調
整が図られている。

ｆ －

　税制は、規制の対象外であり、当該要望は
税制上の措置にあたるため、検討要請事項
の対象とはなり得ない。
【参考】
　 租税債権は、①租税が国家存立の財政
的裏付けとなるものであること、②租税負担
の公平確保の観点から確実に徴収されなけ
ればならないこと、③私債権が反対給付を
前提として相手方を選択して成立するもので
あるのに対して、租税債権は法律に基づい
て一律に課されるものであることから納付・
徴収されにくいという特質があること等の点
が考慮され、優先権が認められている。

5083 5083002
慶應義塾大学ビジネ
ススクール許斐研究
室

11 先取特権の改正

一般の先取特権順位は租税債権が最上位
であるが、従業員への未払い賃金、退職給
与等の労働債権、及び取引先や金融機関
等の売掛債権や貸金債権を優先して弁済を
受けられるように改正する。

z0700053 保険商品の定義の見直し 所得税法７６条 ｆ －
税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5083 5083017
慶應義塾大学ビジネ
ススクール許斐研究
室

11 保険商品の定義拡幅

生保による完全生存保険・トンチン年金の実
施を認可し、税法上の取り扱いも保険商品と
して明確化する。現在保険商品の定義は生
死に関わる給付をするとのみ業法に記載さ
れておるのみで、内閣府令によって商品が
列記されるものを生命保険としている。しか
し、当該列記に定義される商品概念を超え
るリスク分散機能をもつ金融商品が生命保
険として認知されない場合もありうる状況に
ある。また生保商品定義が税法の取り扱い
基準とマッチしていないために、生保商品の
開発が抑制されている弊害も起こりうる。

z0700054 日本版ＬＬＣの容認 ｆ －
税制は規制の対象外であり、当該要望は税
制上の措置にあたるため、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

5116 5116007 中間法人 11 日本でもＬＬＣ的な組織形態
を認めてもらいたい

米国では、ＶＣファンドにおいて最も一般的
にＬＬＣが使われているが、日本では同様の
組織形態を認める法制度が無い。特にファ
ンドのＧＰとして有用な制度であり、ぜひ日本
でも認めてもらいたい。

z0700055 官公庁等における請求書様
式の統一化等

政府契約の支払遅延防止等
に関する法律第６条（支払の
時期）
政府契約の支払遅延防止等
に関する法律の　運用方針第
６「対価の時期について」

　政府契約の支払遅延防止等に関する法律
の運用方針第６一に規定する「適法な支払
請求書」を受理しているところである。

ｅ －

　前述の適法な支払請求書とは、「法令、契
約、又は慣習により添附したものであること
を要するが、それは、を受理したときに形式
的に整備されておれば足りる。」こととしてい
るために要望事項に掲げられている「官公
庁等の指定様式」自体が存在しない。

5086 5086029 社団法人リース事業
協会 11 官公庁等における請求書様

式の統一化等

官公庁及び特殊法人等とのリース契約にお
けるリース料の請求書については、官公庁
等の指定様式となっているため、機械処理
ができず事務手間がかかる。このため、リー
ス会社所定の様式の使用を認めるか、官公
庁等の様式を統一化・電子的データによる
請求を可能とすること。
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管理
コード 項目

z0700052 先取特権の改正

z0700053 保険商品の定義の見直し

z0700054 日本版ＬＬＣの容認

z0700055 官公庁等における請求書様
式の統一化等

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5083 5083002
慶應義塾大学ビジネ
ススクール許斐研究
室

11 先取特権の改正

一般の先取特権順位は租税債権が最上位
であるが、従業員への未払い賃金、退職給
与等の労働債権、及び取引先や金融機関
等の売掛債権や貸金債権を優先して弁済を
受けられるように改正する。

失業問題における従業員の不安軽減及び
中小企業の連鎖倒産防止、金融機関の無
担保融資の促進

民法等 法務省
財務省

5083 5083017
慶應義塾大学ビジネ
ススクール許斐研究
室

11 保険商品の定義拡幅

生保による完全生存保険・トンチン年金の実
施を認可し、税法上の取り扱いも保険商品と
して明確化する。現在保険商品の定義は生
死に関わる給付をするとのみ業法に記載さ
れておるのみで、内閣府令によって商品が
列記されるものを生命保険としている。しか
し、当該列記に定義される商品概念を超え
るリスク分散機能をもつ金融商品が生命保
険として認知されない場合もありうる状況に
ある。また生保商品定義が税法の取り扱い
基準とマッチしていないために、生保商品の
開発が抑制されている弊害も起こりうる。

少子化高齢化の進行するなかで低金利と失
業者増加の環境と、公的年金の減額が余儀
なくされる状況にあって、国民の長生きのリ
スクは高まっている。老後生活資金たる年金
の自助努力は不可避であるにも関わらず、
適切な給付をもたらす金融商品は十分に国
民に提供されていない。欧州で普及している
完全生存保険・トンチン年金を国民に啓蒙
し、明確に生命保険として定義し、民間生保
に制度普及を促すことを規制を明確化する
ことで、アナウンス効果と民間生保の生存保
険開発・販売活性化をもたらすべきである。

保険業法第3条、内閣府令・
所得税法

金融庁
財務省

5116 5116007 中間法人 11 日本でもＬＬＣ的な組織形態
を認めてもらいたい

米国では、ＶＣファンドにおいて最も一般的
にＬＬＣが使われているが、日本では同様の
組織形態を認める法制度が無い。特にファ
ンドのＧＰとして有用な制度であり、ぜひ日本
でも認めてもらいたい。

ＬＬＣはＧＰ構成員の有限責任と税のパスス
ルーを両立するものであり、ファンドの利益
拡大がＧＰの経済的利益をリンクさせるス
キーム。
従って、ファンドのパフォーマンス向上に繋
がることから、投資家へのリターン拡大も見
込め、再投資からベンチャー企業への資金
流入拡大という、望ましいサイクルを生み出
す可能性を持つ。

現状、定めるもの無し
（日本の会社形態などを定め
ているものとしては、商法、民
法、有責法などがある）

法務省
財務省

ベンチャー・キャピタル・ファンドに関する基
礎理論的考察
～仮屋広郷（一橋大助教授）

5086 5086029 社団法人リース事業
協会 11 官公庁等における請求書様

式の統一化等

官公庁及び特殊法人等とのリース契約にお
けるリース料の請求書については、官公庁
等の指定様式となっているため、機械処理
ができず事務手間がかかる。このため、リー
ス会社所定の様式の使用を認めるか、官公
庁等の様式を統一化・電子的データによる
請求を可能とすること。

請求書作成・送付事務の機械処理による合
理化が図れる。 全省庁
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